
22
2022 令和４ ７

２
０
２
２（
令
和
４
）年
７
月
発
行

生 
 

活 
 

体 
 

験 
 

学 
 

習 
 

研 
 

究

22
Vol.





目　　次

特集論文
特集　コロナ禍の生活体験学習の実践・研究の視点からのアプローチ
新型コロナウイルス感染症と生活体験学習の課題	

―「コロナ禍」における「子ども問題」を分析する見取り図について ― 		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 古賀倫嗣	 ／	 1

学術論文
多世代の家（Mehrgenerationenhaus）における体験の意味	

― 社交性（Geselligkeit）を中心に ― 		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石村秀登	 ／	 13

学校における子どもの生活体験と自己効力感		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山岸治男	 ／	 21

小学校におけるカイコの飼育を通じた教育実践		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 伊東俊昭	 ／	 29

実践ノート
幼児の野外における生活体験活動支援	

― 社会教育施設の可能性・プログラムの発見と拡大 ― 		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 正平辰男・原　和也	 ／	 39

図書紹介・資料紹介
『〈私〉の誕生　生後２年目の奇跡Ⅰ ― 自分を指差す、自分の名前を言う ― 』	

麻生武　著		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山下智也	 ／	 49

『ふくおか子ども白書2021 ― 子どもの声が社会を変える ― 』	
特定非営利活動法人子ども NPO センター福岡　発行		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 宮嶋晴子	 ／	 53

事務局報告		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 永田　誠・大村　綾・菅原航平	 ／	 57

Contents

Feature Article

Coronavirus (COVID-19) and the Challenges of Life-Needs Education	
― On the Analytical Perspective of Child-Related Problems During the Pandemic ― 	・・・・・・・・ Koga Noritugu	 ／	 1

Articles

The Meaning of Experience in a Mehrgenerationenhaus (Multigenerational House)	
― Focusing on Sociability or Geselligkeit		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ishimura Hideto	 ／	 13

Children’s Real-Life Experiences and Self-Efficacy at School		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Yamagishi Haruo	 ／	 21

Educational Practice Through Growing Silkworms in Elementary School		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ito Toshiaki	 ／	 29

Short Report of Practice		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Masahira Tatsuo・Hara Kazuya ／ 39

Book Review/ Data Review		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ／	 49

Association Announcements		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ／	 57





1新型コロナウイルス感染症と生活体験学習の課題生活体験学習研究　第22号　1－11（2022）

１．「コロナ禍」における「子ども問題」
１）２つのＮＨＫ特集番組の意味するもの

2021年６月16日、ＮＨＫ番組「クローズアップ現
代：あなたは大丈夫－コロナ禍のアルコール依存」
が放送された。同時期は４月から始まった「第４波」
の感染時期である。「変異ウイルス（アルファ株）」
へ置き換わりが急速に進行し、４月23日、政府は、
３回目となる緊急事態宣言を東京、大阪、兵庫、京
都の４都府県に発出し、結局、計10都道府県まで拡
大し、実施期間も２回延長されたが、６月20日に沖
縄県を除いて解除された。

こうした時期に放送された番組には、久里浜医療
センターの樋口進院長が出演、コロナ禍が関係して
いる初診患者の中の３割が「アルコール依存」であ

ることを報告し、「新しい生活様式」として喧伝され
ている「在宅勤務」は、「オン・オフの切り替え」が
不適応になると、「ストレス」発散のため、いわゆる

「家飲み」を生み出すというプロセスを明らかにし
た。患者の会話からは、「ミーティングが終わるとア
ルコールを手にする。」といった言葉が語られた。そ
れ以上に驚くことは、これまで飲酒しなかった層が、
あっという間に飲酒量増大する事例の紹介である。
会話からは、「ビール12本を一度に…。」、「焼酎５合
瓶を直接口飲み…。」といった言葉が語られた。

樋口院長によれば、アルコール依存症とは「孤独
の病気」であり、患者は「飲まずにはいられなくなっ
ている状態」にある。したがって、「家族・仕事・健
康よりアルコールを優先する。」、「飲み始めると止ま

要旨　2020年１月16日、厚生労働省は「新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生の国内での初めての確
認」を発表した。それ以来現在まで続く「コロナ禍」の中、人々は、とりわけ発達期にある子どもは、「新しい
生活様式」と呼ばれる環境の中で、どのような「非日常的な」生活を送っているのであろうか。本稿は、そうし
た「子どもの生活」の「変容」、「変化」を捉えるとともに、「変わらないもの」、「コロナ禍があぶり出した現実」
へも注目し、学校・家庭・地域における社会関係の在り方を明らかにするため、出来事を整理するワークシート
づくりについて検討する。「感染の波」について７つの時期区分を「ヨコの表頭」に置き、「タテの表側」には、
食事・睡眠・生活態度・友だち関係・家族関係などの「生活体験」に関わる項目などが考えられるが、ここでは、

「３つの密」、「緊急事態宣言」、「新しい生活様式」など、重要なキーワードを基に、時系列的な整理にとどまる
試論である。

キーワード　「３つの密」、「緊急事態宣言」、「新しい生活様式」、「ワクチン接種」

新型コロナウイルス感染症と生活体験学習の課題
―「コロナ禍」における「子ども問題」を分析する見取り図について ―
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らない。」といった、飲酒行動の変容が生まれるとい
うのである。ここには、「家庭」や「家族」の存在は
ない。ましてや、「目の前の子ども」の姿も消失して
いる。もちろん、これが「マイナーケース」という
こともいえるであろうが、「マイナーケース」から

「社会変動」を見通すのは、デュルケームをはじめと
する、社会学のアプローチでもある。

しかも、「アルコール依存症」は決して「マイナー」
ではない。感染防止策の一環として外出自粛の日々
が緩和されても、「マスク」、「手指消毒」の規制が今
後も続くことが予想され、子ども・おとなともに、
ウイルス感染の不安と外に出られないストレスを抱
えながら生活することによって生み出される「必然」
と考えた方が、より生産的な思考であろう。

そして、同じように「マイナーケース」と思われ
ていたものが「必然」となった事例を、1978年10月
９日、ＮＨＫ特集「警告 !! こどものからだは蝕まれ
ている！」が伝えている。

正木健雄日本体育大学教授（当時）のグループの
協力によって放送された番組では、養護教諭、保育
士が実感している「子どものからだの“おかしさ”」
を全国規模でアンケート調査（43項目）した結果を
基に、「朝からアクビをする」、「授業中にちゃんと
座っていられない（背中ぐにゃ）」などの、子どもた
ちのからだの変化、実態についてその危機的状況が
報告された。「アレルギー」を含めて、このような

「身体の危機的状況」は、それまで一般的には知られ
ていなかった。その後も、「子どものからだと心・連
絡会議」が実施する調査により、経年的な変化が把
握されているが、こどもの生活の実態を明らかにす
るためには、「体育学」「保健学」「小児科学」といっ
た視点が不可欠であり、「身体論」としての検討が必
要なことをあらためて私たちに提示したものととら
えることができる。

２）�「地域で子どもを育てる生活体験事業」の原点：
1979年

「国際児童年」とされた1979年は、大人たちが「子
ども問題」と正面から向き合い、子ども自身を主人
公にしようとする運動が大きく前進した年である。
子どもたちの「遊ぶ力」を引き出すために、東京・
世田谷区羽根木公園には、大村虔一・璋子夫妻によ

り、「自分の責任で自由に遊ぶ」をスローガンに、日
本で初めての常設の冒険遊び場、「羽根木プレーパー
ク」が開設されている。

また、同じ1979年、福岡県庄内町では、子ども会
指導者協議会を中心に「青少年キャンプ設立計画」
が策定され、翌80年「使う人が自分で作るキャンプ
場」がオープンした。83年、このキャンプ場を舞台
に「５泊７日の通学キャンプ」が開始された。庄内
町立生活体験学校の創造的な事業「通学合宿」の原
型である。こうした「地域で子どもを育てる」とい
う動きは、その後全国に広がり、各地で意欲的な試
みが積み重ねられてきた。

さらに、同じ1979年、西日本新聞社から『だれが
教育をになうべきか』が刊行され、「今日こそ、自主
性や創造力や生命力にあふれ、真の『生きる力』を
備えた子どもを育てるために、子どもの教育に大き
な比重を占める家族と学校と地域の三者が、どのよ
うな役割をになうべきかという問題を改めて真剣に
検討すべき時期にきて」いると指摘、実証的研究に
基づき「地域における社会規範は子どもの生活体験
のなかに生活活動を通して生きて働き、生活体験は
社会集団の意図的組織的働きかけによって調整され、
充実強化されなければならない。」と提言している。
「国際児童年」、1979年という時代に始まった、「自

主性や創造力や生命力にあふれ、真の『生きる力』
を備えた子どもを育てるため」の取組みは、1980年
代、全国各地で積み重ねられていった。その先駆的
な取組みは、1990年代に入って多様なかたちでの展
開を生み出し、その取組みのミッション（社会的使
命）と具体的なプログラムは、1996年、「子供に〔生
きる力〕と〔ゆとり〕を」とする基本理念を明らか
にした第15期中央教育審議会答申、「21世紀を展望
した我が国の教育の在り方について（第１次答申）」、
さらに、家庭や地域社会で様々な体験活動の機会を
子どもたちに ｢意図的｣・｢計画的｣ に提供する必要
をうたった、1999年､ 生涯学習審議会答申、｢生活
体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ｣ の
中で、「生活体験の理念と政策」を明らかにした。

そして、国の政策的な転換が､ 2002年度からの
「完全学校週５日制」の実施という、学校・家庭・地
域という、子どもたちの生活構造の「社会的変動」
にあったことはいうまでもない。そして、今次の「新
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型コロナウイルス感染症」をめぐる、子どもたちの
生活構造の変化・変容は、そうした「外的な要因」
によって、「学校と家庭」という日常性をまさに根底
からひっくり返し、国民や保護者が想定できない事
態をもたらしたという意味では、「完全学校週５日
制」の実施と通底する出来事であったのである。「事
前の想定」がなかったという違いを考えてもである。

首相が「全国すべての小中高校などを３月２日か
ら春休みまでの間、臨時休校する」よう要請した２
月27日夜、筆者は近くの午後10時まで営業の大型
ホームセンター「Ｄ」に現地調査に赴いたが、あっ
という間に、売り場から「パスタ」、「カップ麺」、「保
存用米」などが品切れになる事態を目撃した。先行
きの不安の中、保護者にとっては、「学校休校」イ
コール「学校給食なし」、イコール「昼ごはんの準
備」という、思考回路が明白であった。

唐突な、首相の法的根拠に基づかない要請により、
2020年３月２日から６月７日まで、全国すべての小
学校、中学校、高等学校、特別支援学校において実
施された臨時休業、すなわち、「学校の一斉休校」は、
その後長期間にわたって「学校と家庭」の時間構造
に大きな衝撃をもたらすことになった。まさに、『だ
れが教育をになうべきか』が問われたのである。

３）「子ども問題」を分析する見取り図について
新型コロナウイルス感染症については、全国の１

日あたりの新規陽性者の報告数の急増期と安定期、
減少期が感染のサイクルとして把握され、また、そ
れが一定の期間を経て繰り返されることから、報道
等では「流行の波」、「第○波」という言葉が使われ
た。「流行の波」は、現時点（2022年７月）までに
７回あり、そのたびに「緊急事態宣言」発出の是非
が問われることとなった。本稿では、第１波から第
７波までの概要を延べ、これを時期区分とすること
により新型コロナウイルス感染症に関わる出来事を
整理するワークシートづくりについて考えることと
する。７つの時期区分を「ヨコの表頭」に置き、「タ
テの表側」には、食事・睡眠・生活態度・友だち関
係・家族関係などの「生活体験」に関わる項目など
が考えられる。家庭・地域・保育所・幼稚園・小学
校等の「共同空間（場所）」の場面ごとに、［出来事］
や「気づき」、「意味の受け止め」、「周りの変化」な

どをこのワークシート表に書き込むことによって、
この２年６カ月の期間だけでも、表の左から右に通
観すると、新型コロナウイルス感染症が子どもたち
にもたらした「変化」・「変容」を明らかにすること
が可能になる。その作業により、「コロナ禍」がもた
らす「体験欠損」を考えることが可能となるのであ
る。ただ、本稿は「試論」という位置づけであり、
７つの時期区分について述べることに留めたい。

なお、「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措
置」について述べておこう。緊急事態宣言及びまん
延防止等重点措置とは、新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づいて日本国政府が発する布告であ
る。日本において新型インフルエンザなどの感染拡
大によって国民生活や社会経済活動に甚大な影響が
出ると判断した場合に「基本的対処方針分科会」へ
の諮問を経て、内閣総理大臣が期間・区域を決めて
発令することとされている。都道府県知事は、外出
自粛、公共施設の使用制限、事業者への休業要請、
飲食店などの営業時間短縮の要請・命令、イベント
の開催制限などの要請・指示のほか、臨時医療施設
開設のための土地・建物の使用や医薬品・マスクな
どの売渡しに関する命令を発することが可能である。

「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」は、2020年
３月13日、特別措置法改正案の承認にともない成立、

「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」は、
2021年２月３日に行われた特別措置法の改正により、

「緊急事態宣言に至る前に全国的かつ急速なまん延を
予防することを目的として設けられた。２つの措置
とも、今次の「新型コロナウイルス感染症」の流行
への対策としてのみ発出されているが、その実施時
期は次の通りである。
「緊急事態宣言」
 　・第１回：2020年４月７日～５月25日
 　・第２回：2021年１月８日～３月21日
 　・第３回：2021年４月25日～６月20日
 　・第４回：2021年７月12日～９月30日

「まん延防止等重点措置」
 　・第１回：2021年４月５日～９月30日
 　・第２回：2022年１月９日～３月21日
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２．�「新型コロナウイルス感染症」の発生と政策
の展開

１）「新型コロナウイルス感染症」の発生
まず、「新型コロナウイルス感染症」の発生と経緯

について、「厚生労働省報道発表資料」等により、そ
の概要をみておこう。

2020年１月６日、厚生労働省の発表によって「中
華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降、
原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が
複数報告」されていることが明らかになった。その
10日後、１月16日に、厚生労働省は「１月14日、神
奈川県内の医療機関から管轄の保健所に対して、中
華人民共和国湖北省武漢市の滞在歴がある肺炎の患
者が報告」され、国立感染症研究所の検査により新
型コロナウイルスへの感染が確認されたとして、「新
型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生が国
内で確認されたのは初めて。」と発表があった。患者
は、30代男性であった。
「初の症例確認」を伝える「厚生労働省報道発表資

料」には、「コロナウイルスとは人や動物の間で広く
感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引
き起こすものはこれまで６種類が知られていますが、
深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-

CoV（重症急性呼吸器症候群コロナウイルス）と
MERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以
外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状
にとどまります。詳細は、国立感染症研究所の情報
ページをご参照ください。」との記載があり、国民の

「不安」に応える情報提供を図っている。
１月28日には、国立感染症研究所より、６例目の

症例の報告があった。この患者（60代男性）は、奈
良県在住のバス運転手で、悪寒、咳、関節痛があっ
たことから１月17日に奈良県内の医療機関を受診し

「各種検査異常なく経過観察。」という措置とされ、
その後咳症状の増悪により25日に再度受診した際に、
武漢市の滞在歴はなかったものの、武漢市からのツ
アー客との接触があったため、疑似症サーベイラン
スとして報告されたものである。翌29日には、バス
に同乗していたガイド（40代女性）の感染も確認さ
れた（８例目）。厚生労働省は、それまで「国民の皆
様へのメッセージ」に記載していた「中国国内では
人から人への感染は認められるものの、我が国では

人から人への持続的感染は認められていません。」と
いう文言を「我が国において、現在、流行が認めら
れている状況ではありません。」に修正した。わが国
でも、「人から人への感染」という新しい段階に入っ
たのである。

こうした中、大きな衝撃を与えたのが、クルーズ
船「ダイヤモンド・プリンセス号」内で発生した感
染事案である。同号は、乗客2666名、乗員1045名を
乗せ、１月20日に横浜港を出発、鹿児島、香港、ベ
トナム、台湾、沖縄を経由し、２月３日に横浜港に
帰港したものである。２月５日の厚生労働省報道発
表資料「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と
厚生労働省の対応について（令和２年２月５日版）」
には、「２月３日より横浜・大黒ふ頭沖で検疫を実施
しているクルーズ船『ダイヤモンド・プリンセス号』
内の10人について、新型コロナウイルス検査の陽性
が確認されたため、患者は神奈川県内の医療機関へ
搬送されました。同クルーズ船に対する検疫は、引
き続き実施しています。現在、有症者を中心に新型
コロナウイルス検査を実施しており、その結果につ
いては、追って公表いたします。」と記載されてい
る。

２月20日に発表された「発横浜港で検疫中のク
ルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症
について（第14報）」では、「船内での長期間にわた
る滞在により健康確保の観点からリスクが高いと考
えられる方を中心に、発熱等の症状のある方を含め
て、新たに新型コロナウイルスに関する検査を実施
し、結果が判明した52名のうち、13名（うち無症状
病原体保有者６名）について新型コロナウイルスの
陽性が確認されました。今後、感染症病棟を有する
医療機関等に搬送することとしています。陽性が確
認されたのは、延べ3063名の検査中634名（うち無
症状病原体保有者延べ328名）となりました。」と記
載されている。

２月22日には、「横浜港で検疫中のクルーズ船ダ
イヤモンド・プリンセス号からの下船について」が
発表され、「検査結果が陽性であった方と同室で過ご
された方（濃厚接触者）は、その間に陽性の方から
ウイルスが感染する可能性があったため、陽性の方
との接触がなくなり、そのウイルスが感染するおそ
れがなくなった時点から、潜伏期間が経過するまで
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の間、政府が用意する宿泊施設の個室で過ごしてい
ただくことになりました。このため、本日、クルー
ズ船『ダイヤモンド・プリンセス号』から、89名（う
ち日本人70名）の方が下船し、税務大学校和光校舎

（埼玉県和光市）へ移動しました。今後は、陽性の方
との接触がなくなり、そのウイルスの感染のおそれ
がなくなった日（起算日）から14日間は健康観察と
して当該施設に留まり、経過後には PCR 検査を行い
陰性であることを確認した上でご帰宅いただくこと
を検討しています。」という形で一応の決着を見た
が、最終的に、同号での感染者は計712人（うち死
者は13人）に上った。

さらに、２月13日、神奈川県居住の80代女性が呼
吸状態悪化のため死亡した。27例目の症例で、その
前日新型コロナウイルスの PCR 検査を実施、死亡
後、PCR検査の結果が陽性であることが確認された。

「国内で初の死者の確認」である。
こうした状況を踏まえ、２月11日からは「国民の

皆様へのメッセージ」の中に、【多くの方が集まるイ
ベントや行事等の参加・開催について】を追加、「多
くの方が集まるイベントや行事等に参加される場合
も、お一人お一人が咳エチケットや頻繁な手洗いな
どの実施を心がけていただくとともに、イベントや
行事等を主催する側においても、会場の入り口にア
ルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲での対
応を検討いただけますようお願いいたします。」と記
載し、特段の注意を喚起した。

２）発生当初の政府の対策
「厚生労働省報道発表資料」及び「新型コロナウイ

ルス感染症緊急事態宣言の実施状況に関する報告」、
新聞各紙報道等の資料により、「新型コロナウイルス
感染症」への対策についてみておこう。

感染者の増加、さらには「濃厚接触者」の一層の
拡大という、「市中感染」の不安が強まり始めた２月
後半頃から、政府に具体的な対策を求める動きが高
まって行った。

医学的な見地から政府に助言する「専門家会議」
の初会合が２月16日に開かれ、翌17日、厚生労働省
は相談や受診する際の「目安」を公表、「帰国者・接
触者相談センター」に相談する際の基準として「風
邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続く」など

の症状を示した。24日には専門家会議が対策の基本
方針に関わる「見解」を公表、それを踏まえて、25
日に政府は「全国一律のイベント自粛要請はしない。」
等の基本方針を取りまとめた。これに対し、26日、
厳しい感染状況下にある北海道知事が会見で「２月
27日から３月４日まで道内の小中学校を臨時休校す
る。」旨、明らかにした。同知事は、28日には北海
道独自の対策を発表、週末の外出自粛を道民に呼び
かけた。

２月26日、首相は全国的なスポーツ、文化イベン
トを「今後２週間は中止、延期、または規模を縮小
する」対応を要請、翌27日には「全国すべての小中
高校などを３月２日から春休みまでの間、臨時休校
する」よう要請するなど、政府は大きく政策を転換
させることになった。29日、首相は官邸で新型コロ
ナウイルス対策をめぐる初めての記者会見を開き、

「これから１、２週間が、急速な拡大に進むか、終息
できるかの瀬戸際となる。こうした専門家の皆さん
の意見を踏まえれば、今からの２週間程度、国内の
感染拡大を防止するため、あらゆる手を尽くすべき
である。」と述べ、政府の対策について理解を求め
た。なお、「学校の一斉休校」については、学校に多
くの子どもたちや教職員が日常的に長時間集まるこ
とによる感染リスクにあらかじめ備えるためとして、
全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援
学校について2020年３月２日から６月７日まで３カ
月間実施された。「学校休校」は、新型コロナウイル
ス感染症対策に関わる出来事を読み解く、１番目の
重要なキーワードである。

厚生労働省は、「クラスター対策班」を設置、感染
の流行を早期に終息させるため、「患者集団（クラス
ター）」が次のクラスターを生み出すことを防止する
ことを目指し、自治体と連携して集中的な対策を取
るという方針を明らかにしたが、３月９日、厚生労
働省の専門家会議は、これまで集団感染が確認され
た場所は三つの条件を満たす場所や場面、すなわち

「換気の悪い密閉空間」、「多くの人が密集」、「近距離
（互いに手を伸ばしたら届く距離）での会話や発声」
とし、「クラスターの発生のリスクを下げるための３
つの原則」として、「換気を励行する」、「人の密度を
下げる」、「近距離での会話や発声、高唱を避ける」
を提示した。後に、「近距離での会話や発声」を「密
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接」とすることにより、「３つの密（「密閉・密集・
密接の三密」）」という言葉が誕生、「３つの密を避け
ましょう !。」という政府の広報キャッチフレーズが
国民の間に流布した。「３つの密」は、新型コロナウ
イルス感染症対策に関わる出来事を読み解く、２番
目の重要なキーワードである。

日本でも感染が広がるにつれて、政府が「緊急事
態宣言」を出して迅速な対策を遂行するべきだとの
意見が強まったが、政府は、2012年に、新型インフ
ルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのあ
る新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命
及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす
影響が最小となるようにすることを目的として制定
された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の
改正で対応することになった。３月13日、特別措置
法改正案が成立、翌14日に施行され、これにより、
政府が特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発出
できる法的根拠が整ったことになる。「緊急事態宣
言」は、新型コロナウイルス感染症対策に関わる出
来事を読み解く、３番目の重要なキーワードである。

４月１日に開かれた専門家会議では、感染状況に
ついて「オーバーシュートは起きていないが、医療
供給体制がひっ迫しつつある。」と医療崩壊の懸念を
示した。４月７日、初の「緊急事態宣言」が東京、
神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県
を対象区域に実施され、16日には全国に拡大された。
実施期間は、「４月７日から５月６日まで」と決定さ
れた。これに基づき、都道府県知事は、住民に対し、
生活の維持に必要な場合を除いて、外出の自粛をは
じめ、感染の防止に必要な協力を要請することがで
き、また学校の休校や、百貨店や映画館など多くの
人が集まる施設の使用制限などの要請や指示を行え
るほか、特に必要がある場合は臨時の医療施設を整
備するために、土地や建物を所有者の同意を得ずに
使用できるとされている。５月１日及び４日、相次
いで専門家会議が開かれ、「新規感染者は減少傾向」
とする一方で、新型コロナウイルスへの対応は「長
丁場を覚悟する必要がある。」として、人との距離を
できるだけ２メートル空ける「フィジカルディスタ
ンス」や手洗いの徹底、テレワークやオンライン
ショッピングの推奨など「新しい生活様式」を提案
した。「新しい生活様式」は、新型コロナウイルス感

染症対策に関わる出来事を読み解く、４番目の重要
なキーワードである。

５月４日、政府は「緊急事態宣言」を５月31日ま
で延長することを決定。５月14日に、北海道・東京・
埼玉・千葉・神奈川・大阪・京都・兵庫の８つの都
道府県を除く、39県で緊急事態宣言を解除、21日に
は、大阪・京都・兵庫の３府県について解除するこ
とを決定した。緊急事態宣言は、東京・神奈川・埼
玉・千葉・北海道の５都道県で継続されたが、５月
25日には全ての実施区域で緊急事態宣言が解除され
た。

３）「ワクチン接種」の意義と実施過程
新型コロナウイルス感染症の流行拡大にともなっ

て、「ワクチン接種」が予防政策として最重視される
ことになった。「ワクチン接種」は、新型コロナウイ
ルス感染症対策に関わる出来事を読み解く、５番目
の重要なキーワードである。

ワクチンの確保にともなう製薬企業との交渉に時
間がかかったことから、実施は2021年に入ってから
となり、またワクチンの確保数に限りがあることか
ら、まずは医療従事者、次に基礎疾患のある人、高
齢者という優先順位に従って対象が拡大されていっ
た。「接種は２回」、費用は国の負担であり、国や自
治体は接種券や予診票を送り、できるだけ接種を促
すという「接種勧奨」という基本的なスタンスで推
進された。「接種するか、どうか」は国民の自由意思
に委ねられたのである。

２月12日、日本国内向けのアメリカのファイザー
製ワクチンの第１便が成田国際空港に、旅客機によ
る貨物便で到着した。第２便は２月21日に、第３便
は３月１日に成田に到着している。2021年２月17日
から、最初に薬事承認されたファイザー製ワクチン
の接種が、医療施設の医療従事者を対象に開始され、
４月以降、65歳以上の高齢者を対象に接種の予約が
開始された。接種希望者が極めて多かったことから、
予約の窓口に電話・インターネットが過剰に集中、
各地で大混乱が起きた。こうしたことから、５月24
日からは東京都心と大阪市内に自衛隊によって大規
模接種センターが開設され、東京・神奈川・埼玉・
千葉の１都３県、及び大阪・京都・兵庫の２府１県
の高齢者を主な接種対象にして、自衛隊の医官や看
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護官を中心に業務にあたった。
６月１日、厚生労働省はファイザー製の新型コロ

ナウイルスワクチンについて、これまで16歳以上を
公費負担の接種対象としていたものを12歳以上に拡
大し、６月13日以降、企業や大学での職域接種が開
始された。政府は「１日100万人接種」を掲げて、迅
速な実施を進めた。

12月１日には、新型コロナウイルスワクチンの３
回目の接種が開始された。現在、５～11歳を除く年
齢の対象者は、接種を受けるよう努めなければなら
ない「努力義務」とされている。また、「５～11歳
への接種」については、2021年11月10日、ファイ
ザーのワクチンについて、５～11歳への接種に係る
薬事承認が厚生労働省に申請された。12歳以上の接
種量の３分の１を３週間空けて２回接種する方式を
取る。これに対し、2022年１月19日、日本小児科学
会は、５～11歳小児へのワクチン接種は意義がある
としつつも、子どもを COVID-19から守るためには、
まずは周囲の大人のワクチン接種が重要であると強
調、その上で、子ども自身の接種については、基礎
疾患のある子どもに対して重症化予防効果が期待で
きるとし、また健康な子どもについては、「メリット

（発症予防等）とデメリット（副反応等）を本人と養
育者が十分理解し、接種前・中・後にきめ細やかな
対応が必要である。」とする見解を発表した。

2022年１月21日、薬事承認され、2022年３月より
準備ができた自治体から順次、接種を始める予定が
示された。実際には、第１回の接種を３月、２回目
の接種を４月に、それぞれ医療機関で実施するとい
う進め方となった。９月30日までを実施期間として
いる。

２月10日、厚生労働省の分科会での協議の結果、
５～11歳のワクチン接種について、「接種勧奨」（国
が接種を対象者に勧める）はするものの「努力義務

（本人が接種を受けるよう努めなればいけない）」と
はしないことが決められた。その理由について、厚
生労働省の広報文は、「小児用のワクチンは、臨床試
験等から有効性や安全性が確認されていること、海
外でも広く接種が進められていること等を踏まえ、
日本でも接種が進められることになっています。し
かし、小児については、現時点において、オミクロ
ン株に対するエビデンスが確定的でないことも踏ま

え、小児について努力義務の規定は適用せず、今後
の最新の科学的知見を踏まえ、改めて議論すること
が適当であるとされました。」と説明されている。

現在進行中の、「ワクチンの小児接種」は、どのよ
うな展開を見ているのであろうか。

５月16日の朝日新聞デジタル版は、「開始から２
カ月、様子見？　小児のコロナワクチン接種率１割
台」の見出しを掲げて、小児接種の現状を紹介して
いるので、以下引用する。
「５～11歳向けの新型コロナウイルスのワクチン

接種が３月から本格的に始まり、２カ月がたった。
進み具合はいま、どんな状況にあるのか。首相官邸
によると、５月２日現在で全国で１回目接種を終え
たのは13.5%（速報値）。職域などで64歳以下への接
種が本格化した昨年６月からの２カ月間で約30%
だったのに比べると、あまり進んでいない。地域差
もあり、朝日新聞が電話などで確認したところ、関
西圏と首都圏を比べると、首都圏のほうが接種率は
高い。大阪府は５月１日時点で１回目を終えたのが
5.6%と全国平均を大幅に下回っていた。ほかの関西
圏では、滋賀県10.6%、奈良県8.7% だった。首都圏
では、東京都14.3%、神奈川県11.5%、埼玉県14.9%、
千葉県16.0% と、神奈川以外はいずれも全国平均を
やや上回っていた。一方、５～11歳向けのワクチン
について、厚生労働省はオミクロン株への感染を予
防する効果が一定期待されるとする一方で、有効性
を示す資料が十分に集まっていないとして、現段階
では予防接種法の『努力義務』の対象外としている。
12歳以上とは異なり、保護者が子どもに接種させる
よう努める義務はない。朝日新聞の取材では、『努力
義務が課されていないため、競争をあおるような接
種率は公表しない。』、『数字の目標は立てず、追って
いない。』などと回答した自治体も少なくなかった。」

３．「流行の波」に基づく「７つの時期区分」
１）�「第１波」（2020年３月から５月）�

…「混乱」と「法制整備」
すでにみたように、１月16日の「国内感染者の確

認」から２月13日の「国内で初の死者の確認」まで
の１カ月は、まさに「混乱」の中にあった。手探り
で「感染症対策」が続けられる中、２月５日に新型
コロナウイルス検査の陽性が確認されたクルーズ船
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「ダイヤモンド・プリンセス号」内で発生した感染事
案は大きな衝撃となった。しかし、２月13日の「初
の死者」は、新型コロナウイルスに関連した27例目
の症例であった。その後、３月下旬から感染者が急
増し、報告数が720人となった４月11日をピークと
する流行をみた。これが、「第１波」の流行である。
第１波の時期は、「新型インフルエンザ等対策特別措
置法」の改正により国・自治体の対応の基礎的な枠
組みが整備され、「学校の休校」、「３つの密」、「緊急
事態宣言」、「新しい生活様式」という、その後、新
型コロナウイルス感染症対策に関わる出来事を読み
解く、４つの重要なキーワードが生まれた。こうし
て、国民生活は、後で声高に叫ばれるようになる「新
しい生活様式」への移行が少しずつ進んでいったの
である。その中で、２月27日、政府が行ったの「全
国すべての小中高校などを３月２日から春休みまで
の間、臨時休校する」という「一斉休校」の要請は、
際立った唐突感を与えた。ただ、その時点では、国
民の多くが「コロナ禍」という名の下、この事態が
こんなに長く続くとはあまり想定されていなかった
ように思われる。なお、５月下旬の新規陽性者は全
国で50人を下回る水準となり、第１波は収束に向
かった。

２）�「第２波」（2020年７月から９月）�
…「飲食店等への営業時間短縮要請」

６月下旬から、全国の１日あたりの新規陽性者の
報告数が100人を超える事態となり、８月７日には
1605人と急増した。「第２波」の流行である。政府
の新型コロナ対策分科会での分析では、接待を伴う
飲食店など繁華街での感染例が多く報告された。こ
うした事例を踏まえ、第２波では緊急事態宣言の発
出はなく、感染拡大をみた自治体が酒類を提供する
飲食店などへの営業時間短縮の要請という対応を
行った。感染者数は８月上旬から中旬をピークに減
少傾向に入ったものの、９月に入っても全国の感染
者数が500人前後で推移した。

３）�「第３波」（2020年11月から2021年３月）�
…２回目の「緊急事態宣言」発出

11月上旬から、感染者は再び全国で増加し始め、
感染経路は「家庭内感染」の比率が大幅に増えた。

「第３波」の流行である。年齢層も、それまでの若年
層から中高年層、特に重症化リスクの高い高齢者の
感染が増加し、それに伴い、重症者が第１波、第２
波よりはるかに多くなった。11月18日には、新規陽
性者が全国で初めて過去最多となる2000人を超え、
12月31日には全国で4533人と最多陽性者数を更新し
た。クリスマスや忘年会、新年会といった年末年始
の恒例行事や帰省が感染の急拡大につながったと専
門家は指摘したが、年明け早々、新規陽性者数は一
気に増える結果となった。

全国では、１月８日に7955人と過去最多となり、
２回目の「緊急事態宣言」が発出された。実施期間
は「令和３年１月８日から同年２月７日まで」とし、
実施区域については、埼玉県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県とすることとした。１月14日から
は、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵
庫県及び福岡県の７府県を追加した。２月２日に、
実施期間を３月７日まで延長することとし、実施区
域から栃木県を除き10都府県とすることとしたが、
２月26日には、実施区域は埼玉県、千葉県、東京都
及び神奈川県の４都県に変更された。「飲食店には午
後８時までの時短営業（酒類提供は午後７時まで）
を求める。」などの対策により、全国の感染者数は
徐々に減少し、２月下旬から３月上旬には１日1000
人前後で推移するようになった。３月７日の延長期
限が間近になった３月５日に、緊急事態措置を３月
21日まで再延長したが、３月18日に、３月21日を
もって終了することを決定した。なお、２月３日に
行われた特別措置法の改正により、「新型インフルエ
ンザ等まん延防止等重点措置」が設けられた。

４）�「第４波」（2021年４月から６月）�
…「まん延防止等重点措置」と「アルファ株」

３月下旬から、大阪府や兵庫県など関西圏で感染
者数が急増し始めた。「第４波」の流行である。４月
３日には、大阪府で新規の報告者数が666人と過去
最多を記録した。この事態を受け、政府は「緊急事
態宣言」の発出ではなく、新しく設けられた「新型
インフルエンザ等まん延防止等重点措置」の適用で
対応することとした。４月５日から大阪、兵庫、宮
城の３府県に初めて適用、12日からは東京、京都、
沖縄の３都府県が、20日からは千葉、埼玉、神奈川、
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愛知の４県が追加され、合計10都府県に適用された。
しかし、大阪では４月13日に1099人の新規陽性者数
となり、その後も1000人を超える感染者数をみた。
関西で急激に広がった大きな要因は、従来型ウイル
スよりも感染力が強いとされる「変異ウイルス（ア
ルファ株）」への置き換わりが急速に進行したためと
され、このため、第４波では、感染者数をみると大
阪府の方が東京都を上回るという特徴がみられた。

４月23日、「まん延防止等重点措置」適用の効果
があまり見られないことから、政府は、「４月25日
から５月11日まで」の17日間を実施期間とし、３回
目となる緊急事態宣言を東京、大阪、兵庫、京都の
４都府県に発出した。ゴールデンウイークの期間を
含むため、飲食店での酒類提供を禁じるなどの強い
措置を盛り込み。また、大型商業施設にも休業を要
請し、大規模イベントは原則無観客で行うことを主
催者に求めた。大阪府の感染者数の報告は、４月28
日と５月１日に1260人と過去最多を更新した。

５月７日には、実施期間を５月31日まで延長する
とともに、実施区域に、愛知県及び福岡県の２県を
追加した、全国でも、５月８日、7234人の感染者が
報告されるなど、感染状況は引き続き高い水準にあっ
た。５月14日には、北海道、岡山県及び広島県の３
道県を追加した。５月21日に、実施期間を６月20日
まで延長するとともに、実施区域に沖縄県を追加し
た。その際、実施期間を、北海道、東京都、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡
県については５月31日まで、沖縄県については６月
20日までとした。５月28日に、緊急事態措置を実施
すべき期間を、北海道、東京都、愛知県、京都府、
大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県につい
て同年６月20日まで延長した。６月17日には、緊急
事態措置を実施すべき期間を同年７月11日まで延長
し、緊急事態措置を実施すべき区域を、同年６月21
日から、沖縄県の１県とすることとした。

３回目の緊急事態宣言は結局、計10都道府県まで
拡大し、実施期間も再三延長されたが、６月20日に
沖縄県を除いて解除された。沖縄県は、その後も８
月22日まで延長され、９月30日にようやく解除され
た。

５）�「第５波」（2021年７月から９月）�
…感染力が強い変異株「デルタ株」の登場

７月に入ると、また感染が急拡大した。「第５波」
の流行である。７月８日、政府は、６月20日に緊急
事態宣言をいったん解除し、まん延防止等重点措置
に移行していた東京都に対し、「７月12日から８月
22日まで」を実施期間とする、４回目の緊急事態宣
言を発出し、緊急事態措置を実施すべき区域を、東
京都及び（継続中の）沖縄県の２都県とすることと
した。

７月30日には、実施期間を同年８月31日まで延長
するとともに、８月２日から、「まん延防止等重点措
置」を適用していた埼玉県、千葉県、神奈川県及び
大阪府の４府県を追加し、実施区域を計６都府県と
することとした。感染力が強い変異株、「デルタ株」
の影響で、その後も感染の勢いは衰えることなく、
７月31日には全国で１万2342人と過去最多を更新、
８月13日に初めて２万人を超えると、８月20日には
２万5871人と過去最多を更新、爆発的な感染となり、
各地で過去最多が更新された。

８月17日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
大阪府及び沖縄県の緊急事態措置の適用期限を８月
31日までであったものを９月12日までに延長し、茨
城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及
び福岡県の１府６県を緊急事態宣言の対象区域に追
加し、実施すべき期間は８月20日から９月12日まで
とすることを決定した。また、高知県、佐賀県、長
崎県及び宮崎県の４県をまん延防止等重点措置の対
象区域に追加し、実施期間を８月20日から９月12日
までとすることを決定した。

８月27日からは、北海道、宮城、岐阜、愛知、三
重、滋賀、岡山、広島の８道県をまん延防止等重点
措置から緊急事態措置への移行により追加し、高知
県、佐賀県、長崎県及び宮崎県の４県をまん延防止
等重点措置の対象区域に追加、実施すべき期間を８
月20日から９月12日までとすることを決定した。

さらに、８月31日が宣言の期限の東京や大阪など
６都府県も含めて期限を９月12日とし、宣言区域は
21都道府県にまで拡大された。９月９日には、実施
期間を９月30日まで延長するととともに、実施区域
を、９月13日から北海道、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡
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県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵
庫県、広島県、福岡県及び沖縄県の19都道府県とす
ることとした。

なお、まん延防止等重点措置については、９月９
日、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県、長
崎県の６県については、適用期間終了に伴い９月12
日限りで解除、福島県、石川県、香川県、熊本県、
宮崎県、鹿児島県の６県については、まん延防止等
重点措置を実施すべき期間を９月12日までであった
ものを９月30日までに延長し、緊急事態宣言から移
行する形で宮城県及び岡山県の２県をまん延防止等
重点措置の対象区域に追加し、実施すべき期間を「９
月13日から９月30日まで」とすることを決定した。

９月28日、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体
制に対する負荷の状況について分析・評価を行い全
ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しないこと
となったため、緊急事態措置を実施すべき期間とさ
れている９月30日限りで緊急事態措置を終了するこ
とを決定した。まん延防止等重点措置については、
まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされてい
る９月30日限りで、まん延防止等重点措置を集中的
に実施する必要がある事態が終了する旨を決定した。
こうした中、１年遅れの東京2020オリンピック競技
大会（７月23日～８月８日）、及び東京2020パラリ
ンピック競技大会（８月24日～９月５日）が開かれ
たが、開催期間がそのまま緊急事態宣言下という「異
例の開催」となった。

６）�「第６波」（2022年１月から３月）�
…「感染力がさらに強い変異株「オミクロン株」

2022年に入ってから、新たな感染拡大が始まった。
「第６波」の流行である。

１月７日、政府は、「１月９日から１月31日まで」、
広島県、山口県及び沖縄県の区域を対象に、まん延
防止等重点措置を発令した。１月18日には全国で３
万人を超え、１月19日、爆発的な感染者の増加傾向
により、適用要請のあった１都12県にまん延防止等
重点措置の適用を追加した。期間は１月21日から２
月13日まで、新たに実施すべき区域は、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、
三重県、岐阜県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎
県とされた。

１月25日、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体
制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、
感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、
１月27日から２月20日までを実施期間に、北海道、
青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、
長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、
岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県の１
道２府15県にまん延防止等重点措置の適用を追加し
た。また、広島県、山口県及び沖縄県については、
実施期間を２月20日まで延長した。

２月に入っても、感染者数は過去最多を更新し続
け、２月３日には全国で10万4472人と、初めて10万
人の大台を超えた。２月３日、要請のあった和歌山
県に適用され、２月10日には、要請のあった高知県
を追加し、実施期間は２月12日から３月６日までと
した。まん延防止等重点措置の対象区域は、この時
点で計36都道府県まで拡大した。さらに、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知
県、三重県、岐阜県、香川県、長崎県、熊本県及び
宮崎県については、２月13日までの実施期間を３月
６日まで延長した。

２月18日、山形県、島根県、山口県、大分県及び
沖縄県については、２月20日限りでまん延防止等重
点措置を終了し、北海道、青森県、福島県、茨城県、
栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、
兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀
県及び鹿児島県については、２月20日まで（和歌山
県は２月27日まで）の実施期間を３月６日まで延長
した。

３月２日、厚生労働省の専門家組織「新型コロナ
ウイルス感染症対策アドバイザリーボード」は、「デ
ルタ株に比べ、オミクロン株は世代時間が約２日（デ
ルタ株は約５日）に短縮、倍加時間と潜伏期間も短
縮」されており、「再感染リスクや二次感染リスクが
高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認され
ている。」と分析した。

３月４日、福島県、新潟県、長野県、三重県、和
歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、宮崎県及び鹿児島県については、実施期間
の３月６日限りで終了し、北海道、青森県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大
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阪府、兵庫県、香川県及び熊本県の18都道府県では
３月21日まで再び延長された。全国の新規感染者数
はなお１日７万人前後と高水準で推移し、政府の対
策は「オミクロン株の抑え込み」に十分な効果を発
揮していない現状であった。報道等では、このまま、
流行が収まらないまま「第７波」を迎えるのではな
いか、という予測も示されている。

３月17日、実施期間とされている３月21日限りで、
まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があ
る事態が終了する旨を決定した。これにより、３月
21日をもってすべての重点措置は解除された。

７）�「第７波」（2022年７月から）�
…「下げ止まり」から「過去最多の感染者数」へ

2022年６月２日、国立感染症研究所は「新型コロ
ナウイルス感染症の直近の感染状況等（2022年６月
１日現在）」を発表、新型コロナウイルス感染症対策
に係る専門家組織（令和４年６月１日、厚生労働省）
の報告を伝えた。その内容は、次の通りである。
「（感染状況について）全国の新規感染者数（報告

日別）は、直近の１週間では10万人あたり約138人
となり、今週先週比は0.73と減少が続いている。ま
た、年代別の新規感染者数は全ての年代において減
少している。全国の新規感染者数の減少に伴い、療
養者数及び重症者数は減少が続いている一方、死亡
者数は横ばいとなっている。実効再生産数は、全国
的には、直近（5/15）で0.98と１を下回る水準となっ
ており、首都圏、関西圏ともに0.98となっている。
新規感染者数については、全国的には、ほとんどの
地域で報告数の減少傾向が続いている。地域別に見
ると、直近１週間の移動平均について、首都圏、愛
知県や大阪府などでは昨年夏のピーク時を下回る状
況にある一方、沖縄県では全国で最も高い状況が続
いているものの、直近の約２週間は減少がほぼ継続
している。年代別の新規感染者数では全ての年代で
減少しており、地域別で見てもおおむね同様の傾向
が見られるが、一部の地域では、80代以上で増加傾
向が見られることから、引き続き、高齢者の感染状

況を注視していく必要がある。」
また、６月30日に開かれた専門家組織は、オミク

ロン株の新たな派生型（BA・5）の占める割合が24％
となるなど、置き換わりが進んでおり、今後夏休み
の影響などで感染者の増加が懸念される。」などの評
価結果をまとめた。厚生労働省によると、６月29日
までの１週間に確認された全国の感染者数は、その
前の週と比べ1.17倍でおよそ１カ月半ぶりに増加に
転じた。座長は、「下げ止まりから増加の局面に入っ
てきているとの認識だ。」と述べている。

このような「増加の局面」は、７月に入ってから
各地で新規感染者が急増、想定を超える感染拡大に
なった。全国の感染者数が３万７千人となった７月
11日、国の専門家会議の会長は「新しい波に入った
のは間違いない。」と述べた。「第７波」の流行であ
る。翌12日は７万６千人と倍増、さらに13日は９万
４千人、14日は９万８千人と激増し、この日、国内
感染者数の累計は１千万人を超えた。15日は10万３
千人、16日は11万676人を記録、これまで最も多かっ
た2022年２月３日の10万４千人を超え、１日あたり
で過去最多となった。17日は10万５千人と「３日連
続10万人超」の事態となり、三連休最後の18日は７
万６千人となった。７月23日には20万975人と、つ
いに20万人の大台を超えた。専門家によると、重傷
者数は低い水準にあるが、今後増加が懸念されると
されている。

最後に、2022年７月23日現在の、全国の感染状況
（累積）を記載しておこう。「国内での確認」と「ク
ルーズ船（ダイヤモンド・プリンセス号）」を合計し
た、感染者数は1121万2107人、死者は３万1877人で
ある。

主要参照資料
・・厚生労働省「報道発表資料」、毎日。
・・国内感染症研究所「新型コロナウイルス感染症の直近の感

染状況等」、随時。
・・内閣官房「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施

状況に関する報告」、2020年６月、及び2021年10月。
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はじめに
本稿では、ドイツにおける多世代の家（Mehrge-

nerationenhaus）の機能と活動内容を概観し、その役
割を検討するとともに、社交性（Geselligkeit）に焦
点を当て、多世代の家における体験活動の中心的な
意味を明らかにする。

わが国では、この多世代の家について、管見の限
り、高齢者福祉の視点からわずかに紹介されている
に過ぎない（安原、ホイヤ 2019、村上 2016）。確か
に、日本と同様ドイツも超高齢社会となっており、
特に高齢者の孤立は解決すべき大きな課題である。
そこで、高齢者とその他の世代が積極的に交流した
り生活を支え合ったりすることができる仕組みを整
えようとするのが、多世代の家の試みである。しか

し、多世代の家は、家ごとに成立の背景や施設の状
況が異なっていて特色があり、必ずしも高齢者施設
として機能しているわけではない。

ここでは、まず、筆者が2018年に訪問したバーデ
ン＝ヴュルテンベルク州フライブルク市の多世代の
家（Mehrgenerationenhaus EBW［Erwachsenenbegeg-

nungsstätte］ Freiburg）でのインタビュー調査を参考
にして、多世代の家の概要や活動内容を紹介し、そ
の特質を探る。そして、多世代の家での様々な活動
を支えている社交性に着目して考察を進め、多世代
の家が体験活動の充実に寄与していることを明らか
にしたい。

要旨　本稿では、ドイツにおける多世代の家（Mehrgenerationenhaus）の機能と活動内容を概観し、その役割を
検討するとともに、社交性（Geselligkeit）に焦点を当て、多世代の家における体験活動の中心的な意味を明らか
にする。

まず、フライブルク市の多世代の家でのインタビュー調査を参考にして、多世代の家の概要や活動内容を紹介
し、その特質を探る。そして、多世代の家での様々な活動を支えている社交性に着目して考察を進め、社交的対
話が遊戯的性格をもつこと、その遊戯的性格は、「原始的な要求」すなわち生活現実によって支えられているこ
とを明らかにする。最後に、いわゆる体験活動にはそのような社交性の特質が含まれており、多世代の家での活
動は体験活動としての意義を持っていることが示される。

キーワード　多世代の家、社交性、体験活動

多世代の家（Mehrgenerationenhaus）における体験の意味
― 社交性（Geselligkeit）を中心に ―

石　村　秀　登＊
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Ishimura Hideto
＊

＊熊本県立大学
連絡先：〒862-8502　熊本市東区月出3丁目1番100号　E-mail: ishimura@pu-kumamoto.ac.jp

TEL：096	-	383	-	2929（大学代表）
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１．多世代の家の概要と活動内容
多世代の家は、「そもそもは高齢者をはじめ、若い

夫婦や子供のいる家庭など、多様な世代が共同生活
することを目的とした集合住宅を指すものであり、
90年代なかば以降に各地で民間や企業などによって
建設や開発がすすめられ、広まっていったもの」で
ある。その後それは、多世代が交流する地域拠点と
して整備され、2006年からは連邦政府の主導で積極
的に設置されるようになった	1）。

したがって、現在の多世代の家は、従来の集合住
宅に多世代交流を可能とする機能を付加した形態の
ほか、従来の教育・福祉関連施設、例えば青少年施
設、家庭教育施設、教会施設、交流施設などにその
ような機能を付加した形態、あるいは地域拠点とし
て新たに設立された形態など、その実態は様々であ
る。

ドイツ連邦家族・高齢者・女性・青少年省（Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend）の公式サイトよれば、現在、ドイツ全土でお
よそ530の多世代の家がある。多世代の家とは、「世
代間の共生（Miteinander）が活発に行われる出会い
の場所である。それは、共通の活動のための空間を
提供し、生活共同体における隣人間の共助（Fürein-

ander）を創る。多世代の家は、年齢や出自を問わ
ず、すべての人に開かれていて、誰も彼もが歓迎さ
れる。」	2）

多世代の家では、「自由意志に基づく参加」を掲げ
て、趣味を広げる教室、語学などの講座、高齢者世
代と子育て世代の交流活動、定期的な交流イベント
やプロジェクトなど、多彩なプログラムが展開され
ている。オープンスペース（共有の居間、台所、食
事喫茶スペースなど）を置くことが必要不可欠で、
人々が集うための場が整えられている。ここではま
ず、具体例として、フライブルク市にある多世代の
家の概要、活動内容を紹介し、その特質を描き出し
てみる。

（1）フライブルク市の多世代の家の概要と活動
住民約23万人のフライブルク市にある多世代の家

は、市中心部からおよそ３キロ離れた住宅地、Wein-

garten 地区にあり、運営の母体は、隣接している地
区のカトリック教会である。この施設は、その名に

「成人交流の場（Erwachsenenbegegnungsstätte）」と
あるように、従来の教会交流施設に多世代交流機能
を付加して設立されたタイプで、集合住宅型のよう
な住居機能や共同生活機能は備わっていない。

筆者が2018年８月の訪問時に提供された、2017年
間の記録によると、その施設には13の部屋と食堂、
２つのボウリングレーンがあり、様々な団体、協会
や行事のために部屋を提供している。定期的に活動
しているグループが53あり、そのうち18は国際的な
ものである。日々およそ８つの異なったグループが
活動している。全体でおよそ150の講座や教室が実
施されており、83の活動がほぼ毎週提供され、その
うち54の活動は移民背景を持つ人たちにも提供され
ている。一日あたり244人の利用者、年間でのべお
よそ48,000人が利用する。そのうちの８割は近くの
Weingarten 地区や隣接の Haid 地区から来所してい
る。およそ37％が移民背景を持ち、７％は難民であ
る。

講座や教室の例を挙げてみると、例えば、移民の
統合教室、幼児音楽教室、カードゲーム、ボウリン

フライブルク市の多世代の家の外観



15多世代の家（Mehrgenerationenhaus）における体験の意味

グ、エアロビクス、ダンス、映画、骨盤体操、写真
同好会、木工製作、文学サークル、チェスなどであ
る。また、読書の場を提供するオープン書架や、教
区相談会、家計アドバイスチーム、スマホ PC 助言
会、アルコール依存自助会といった、相談助言を受
け付けるようなユニークな試みも実施されている。
火・水・木曜日は昼食会（Mittagtisch）が催され、毎
回80人程度が利用している。それとは別に、昼と夜
に出会いカフェ＆バーも開かれている。

施設には３人の専任職員がおり、他に委託協力員
192人、ボランティアメンバー129人が関わっている。
専任職員は、一人あたり週およそ10時間、協力員と
ともに活動し、指導やボランティアメンバーの世話
などを行っている。外部との関わりも多く、19の連
携事業、57の共同事業、11の交流事業が実施されて
いて、62団体とパートナー関係にある。

（2）多世代の家の特質
以上の活動内容や、筆者が実施したインタビュー

調査内容から、多世代の家の特質をいくつか取り上
げてみる。
①多様性の包摂

際立っているのが、出自や背景が異なる人々が、
自らの経験や文化的基盤を活かしながら活動に参加
することができるような機会を提供していることで
ある。この家では、２～３年ごとではあるが、「国境
と世代を超えたビュッフェ」が開かれ、15の国から
のおよそ300人が準備に携わって、盛大に行われて
いるようだ。また、その際、移民や難民の人たちの
ルーツとなる文化的アイデンティティーを尊重しな
がら、現在生活しているドイツへの積極的な融和を
図る活動が展開されていることは注目に値する。例
えば、以前に自国で音楽教師だった東欧からの移民
が幼児音楽教室を開催していて、そこに集まってい
る子どもたちは音楽を通して出自の文化に触れてい
る。施設長は、「移民の子どもたちにとって、異なっ
ていると感じているがそれが何なのかよく分からな
いということが不安をつくりだし、移住先でよそよ
そしさを抱えたまま安心感を得ることができずに疎
外されてしまう」と指摘する。彼らはドイツで育つ
が、そのうち自分の出自について自覚的になるとき
に、このような体験が生きてくるという。つまり、

このような活動には、将来的な自己理解への基盤を
つくり、移住先で地に足をつけて暮らしていくこと
ができるようにする、というねらいがある。

また、これは移民や難民に関することに限られて
いないが、代理親（Patenschaft）の紹介も行ってい
るという。代理親子は、面談などを通じてお互いを
知り、書面を交わし、何かあったときは気軽に連絡
をすることができるような状態にしておく。いわば
身近なよろず相談役をあてがうのが、この代理親の
仕組みである。これは、もともとは親を亡くした子
どもの養育などを引き受ける役割があったそうだが、
現在は、社会福祉の枠組みで整備されている里親や
後見人のような制度とは異なり、インフォーマルな
ものである。

このような仕方で、世代をつなぐだけではなく、
多様な出自や背景を持つ人々をつないで包摂してい
くことが、この多世代の家の特徴と言えるだろう。
②他機関との連携と職業訓練

多世代の家には多くの機関や団体が関わっている。
例えば学校や青少年施設（Jugendstätte）と連携し、
子どもたちに居場所や学びの場を積極的に提供して
いて、若者の職業教育の機能も併せ持つようになっ
ている。中等学校を終える段階の生徒たちが一緒に
多世代の家の昼食の準備をするようになり、最終的
に家政マイスター資格取得を果たした例もあるとい
う。若者がボランティア的に活動に参加することで、
世代間の互恵的な関係も生まれる。インターンシッ
プと継続的な社会貢献活動が一体になったようなも
の、と言えようか。このような機会を多世代の家が
積極的に創り出し、職業教育にも貢献している。

「国境と世代を超えたビュッフェ」の様子
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③食事や喫茶
ここでは実に様々な教室や講座が用意され、チー

ムやグループでの活動も活発だが、とりわけ飲食を
伴うことには力を入れている。上述のように、週３
回の昼食会は多くの人で賑わっていて、多世代の家
の最も重要な役割となっている。昼食チームのメン
バーが食事の準備にあたり、一食500円程度と安価
で食事が提供されている。喫茶も充実し、飲み物の
種類も豊富だ。

このほかに、出会いカフェ＆バーや、国際音楽酒
場（Internationale Musikkneipe）、最近新しく始まっ
たという修繕カフェ（Reparaturcafé）もある。この
ように、ここでは、様々な集まりや活動を、カフェ、
バー、酒場などと融合させて実施している。

２．皆でテーブルを囲むこと―社交性
多世代の家では、上述のように、様々な世代の人

たちが教室や講座プログラムに参加して学びあって
いる。それらの参加者は、一般的な社会教育的活動
と同様に、例えば外国語を学びたい、楽器の演奏が
上手になりたい、などの一定の目的を持って集って
いる。しかし、活動の際に特に重視されているのは、
区切られた空間で整然と活動することではなく、例
えばオープンスペースを活用するなどして、ゆるや
かに皆でテーブルを囲むことである。

まず、活動を成り立たせている施設環境に注目す
ると、施設には活動のための部屋が多くあるが、各
部屋へのアプローチは、ベンチとソファーが用意さ
れた「近づきの空間」とでも呼べるような場所となっ
ている。例えば幼児音楽教室でも、そこに参加して
いる親子は、半分近くがその活動に参加しているか

どうかあまりはっきりとしないような様子で「近づ
きの空間」にたたずんでいたりするという。また、
昼食会でも、いきなり食堂で見ず知らずの人たちと
食事を共にするのはハードルが高いので、誰かと居
合わせ、あいさつをし、うなずきあい、ちょっとし
た会話を交わし、近づいていく、そのような関わり
が次第に深まっていく空間が必要だという。つまり、
施設にゆっくりとなじんでいくための中間ゾーンが
常に意識されている。施設長は、「信頼と関わりには
時間が必要で、関係を生じさせることができるよう
な空間形態や家具をとおして、多くの機会やチャン
ス（Gelegenheiten）を創り出すことが重要だ」、と
述べる。

活動の内容に注
目すると、例えば
先述の修繕カフェ
は、物を修繕する
という目的があり
はするが、食事や
喫茶を伴うこと
で、それを通して
交流が図られるよ
うになっている。
つまり、設定され
た目的はあくまで
大まかにそちらに
向かっていればよ
いという程度のも
ので、より大切な
のは、交流を図ることそのものなのである。したがっ

食事・喫茶室

案内と部屋へのアプローチ
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て、活動を企画している各グループが内容について
あらかじめ詳細に決め事をする必要はそれほどなく、
集まってきた人たちと一緒に活動が進んでいくよう
な仕方だという。

このようなあり方に注目してみると、多世代の家
の多くの活動には、共生と共助を基盤とした緩やか
な連帯感と社交性（Geselligkeit）が含まれていると
考えられる。そこで、以下、社交性の概念と意義を
検討していく。

（1）社交性の概念と社交的対話
社交性については、シ ュ ライエルマ ッ ハ ー

（F.D.E.Schleiermacher）の「社交的なふるまいの理
論の試み（Versuch einer Theorie des geselligen Betra-

gens）」がよく知られている	3）。彼は、日常の大部分
を占めていると考えられる職業生活や家庭生活以外
の他者との関係において社交性を捉えている。つま
り社交性は、合目的的世界から区別され、自由に集
うという性質を持っているのである。彼は特に、社
交における個人と全体との調和に関心を寄せており、

「社交に持ち込まれる個性や独自性を確保しつつ、そ
れらが互いに作用を及ぼし合い、社交的な素材の量
が正しく配分されるようにする」	4）ことが必要であ
ると述べる。つまり、社交の場では、個人的領域が
状況に応じて弾力的に調整されること（しなやかさ、
Elastizität）と、個人的な話題が全体を支配していな
いこと（一色に染められていないこと、Undurch-

dringlichkeit）が求められる。
このような社交性は、主に対話という形で現れる。

ボルノウ（O.F.Bollnow）は、「社交的な交流がその中
でなされる主要な手段は、対話」	5）であると述べ、そ
れは、「日常の煩わしさから解放された領域のなかで
進展」	6）するものであり、そこには「関与するすべ
ての人たちの原則的な同権を承認」	7）すること、開
放的な気楽さや軽快さ、快活さが存すること、興味
深い対象に惹きつけられていること、などが含まれ
るという。そして彼は、そこに、自己が活性化され、
世界の豊かさに開かれる可能性を見いだしている。

社交的対話は、「関与者の一人が、他の関与者の興
味・関心を呼び覚ますような考えを述べたり、ある
いはそのような出来事を報告したりすることから」	8）

始まるという。そして、他者と共にあることで、そ

こから興味深いことや刺激的なことがさらに生じる。
「なにか興味深いことが孤独のなかの個別者に出会わ
れることはめったにありません。彼はそのために他
者を必要とするのです。わたしたちが語った当の事
例がすでに、わたしたちがそれを一人の他者の前に
提示して、この他者とそれに関して語りうるように
するということによって、はじめて一つの興味ある
事例になるのです。」	9）社交的対話においては、誰か
が自らの関心事をさらけ出すことによって、それが
構成メンバーを刺激して興味関心を引き起こし、そ
の話題が共有されて発展させられるのである。

このような社交的対話は、全体として、遊戯的な
性格を持っているとされる。「遊戯的な態度において
は、なにか究極的なことを述べるという期待から解
放されて、人間はいわば試みになにか或ることを言っ
てみることができるのです。その正しさは他者がど
う答えるかによってはじめて決まってくるのです。
いやそれどころか、人間は、さもなくば自分が一般
に言えないだろうような、さまざまなことを言える
のです。彼は、たんに仄めかすことによって、いろ
いろのことを直接に言及することなしに洞察させる
ことができるのです。それどころか、ここで彼は硬
化させる概念的固定化からはそもそも免れているよ
うな領域に足を踏み入れているのであり、したがっ
て無拘束にみえる話し方はけっして欠陥なのではな
くて、一般にこうした事柄について話す唯一の可能
性なのです。」	10）

ここでボルノウは、シラー（F.Schiller）が『人間
の美的教育について ― 一連の書簡 ― 』の中で、「人
間は言葉の完全な意味において人間である場合にの
み遊戯し、また遊戯する場合にのみまったくの人間
である」	11）、と述べた意味で遊戯を捉えている。この
遊戯においては、遊戯それ自体が目的となっており、
囚われのない自由なふるまいが可能になる。そして
遊戯は、人間の精神の硬直化を防ぎ、人間の統一的
全体性を生み出すことから、「完全に人間である」た
めの条件、すなわち理想とされる調和的な人間にな
るための条件となり得るのである。

（2）食卓の歓談（Tischunterhaltung）と社交性
ジンメル（G.Simmel）は、「食事の社会学」のな

かで食卓の歓談について次のように言及し、その特
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質を明らかにしている。「優雅ではあるが、しかしつ
ねに一定の一般性と控えめさを保っている食卓の会
話は、あの基礎を決して完全に感じることができな
いようにすべきではない。というのも、基礎をしっ
かりと保っている性格においてようやく、会話が織
りなす表面の戯れをもつ、きわめてくつろいだ軽快
さや優美さが現れるからである。」	12）ここに示される

「あの基礎」とは、「原始的な要求（primitiv Bedürf-

nis）」であり、ジンメルが指摘しているのは、次の
ようなことである。すなわち、歓談では、理性的で
抑制が効き、「一般性と控えめさを保」ちながら一定
の方向性を意識してやりとりする術を身につけてお
かなければならない。しかし、それだけでは決して
歓談になり得ず、全体としてはそうであったとして
も、そこに感情や欲求がそのまま発現するような、
いわば粗野で生々しい要素、「原始的な要求」が排除
されていないことが必要だというのである。そうで
ないと、やりとりそのものがよそよそしくなって硬
直化してしまい、歓談とは言えなくなってしまう。
食卓では、「食べる」ということがそもそも「原始的
な要求」、すなわち生理的欲求であるから、食卓にお
いては歓談が成立しやすいということになる。

ジンメルが示しているこのような「原始的な要求」
は、ボルノウの言う社交的対話の遊戯的性格の基盤
をなしており、それを保障していると考えられる。

「原始的な要求」とは、人間のいわば動物的な側面で
あり、食べる、排泄する、寝る、果ては生まれて死
ぬことに至るまで、誰にも共通することだ。しかし
人間は、このような動物的側面をできるだけ日常の
表舞台から追い出そうとしてきている。他の生命を
奪って仕立てる食べものは工業製品のごとく流通し、
日々生じるはずの汚れや匂いを過剰なまでに消し去
り、昼夜の区別なく街は動き、生死の場面を病院の
片隅に隔離している。このような現代社会における
人間のふるまいは、動物とは異なった精神性を発展
させてきたからこそ生じることであろうが、しかし、
そのような精神性をいくら重んじても、私たちは「原
始的な要求」を完全に捨て去ることはできない。つ
まり、人間の精神性は、「原始的な要求」の基盤が
あってこそのものであり、それなしには精神的な所
産は生じ得ない。「私たちは食べなければならない。
そのことは、私たちの生存という価値の発展におい

て、原始的で低きにある事実である。そのため、そ
のような事実は、あらゆる個人にとって疑いもなく
他の個人と共通のものである。このことがまさに、
共同の食事のための集まりを可能にするし、そのよ
うな媒介された社会化において、食事の単なる自然
主義の克服は展開するのである。……なぜならば、
ここでは低きものや取るに足りないものは、それ自
身によって、それ自身を越えて成長したからである。
低きもの（Tiefe）は、まさに、それが低さであるこ
とによって、より精神的なものや、より意義のある
ものへと高められたのである。」	13）食べること、すな
わち皆に共通する原始的で低きものは、生理的欲求
の充足であり、ここでは「単なる自然主義」と呼ば
れている。しかし、それは共同性を帯びることによ
り、社交という精神的で高きものとなる。つまり、
精神的な高みへと向かうためには、その条件として
原始的で低きものがあらかじめ横たわっていなけれ
ばならないのであり、それなしには社交は成り立た
ないのである。

３．社交性と体験―多世代の家における生活体験
以上のように社交性の概念について考察してみる

と、社交性においては、社交的対話で見られるよう
に、一方では、日常的に個別に携わっている現実か
ら離れた遊戯的性格が保持されているが、他方で、
その遊戯的性格を支えるであろう「原始的な要求」、
すなわち必要に迫られた現実をしっかりと根づかせ
ていることが前提とされている。

このことは、ジンメルが社交性を考察するにあたっ
ての重要な視点である。「確かに、社交性の本質は、
人間の現実の相互関係から現実を取り除くことであ
り、その相互関係以外には目的を認めず、それ自体
が動いているような諸関係の形式的法則に従って、
風通しのよい現実の領域を打ち立てることであ
る。」	14）私たちは、社交において、合目的的必然性に
従って行動している実質的な現実の枠組みを超えて、
無目的的で形式的な相互関係を成立させ、そのなか
で遊戯的に振る舞う。しかし、それは、あくまで日
常の現実、いわば生活現実につなぎ止められている
限りにおいて成り立つことであり、また、結果的に
現実の社会での合目的的なやりとりに役立ちうるの
だ。そのような意味で、ジンメルは次のように言う。
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「社交性を生活現実と結びつけているが、そうであっ
てもやはり生活現実とはまったく異なって様式化さ
れた織物を織っている糸を、社交性が完全に断ち切っ
てしまえば、社交性は、遊戯から空虚な形式の気晴
らしとなってしまい、生気のない、そして生気のな
さを誇らしく思うような形式主義となる。」	15）開放的
で自由な社交的な振る舞いにおいても、その背後に
は生活現実が横たわっていなければならないのであ
る。

このような、遊戯的な無目的的性と生活現実の必
然性の二重性は、実は、いわゆる体験活動が成立す
る条件とも重なっているのではないだろうか。つま
り、社交性に含まれる遊戯的性格は、体験活動に特
有の、囚われのなさ、見通しのなさ、自由を保障し、
合目的的活動のなかに偶然性、展開可能性を挿入す
る。そしてそれは、「自己変容の可能性を秘めた新た
な始まりを我々に与えてくれる」ものでもある	16）。
しかし、体験活動には、同時に、私たちが共有して
いる生活現実に繋ぎ止められているという要素も必
要である。そのような要素を持つ社交性は、「衣食住
を中心とした私たちの基本的な生活の営みにおいて
成り立ち、生産的な活動を含むもの」	17）としての生
活体験であると言える。

実際に、私たちは一般的に、社交性が含まれるで
あろう活動を、社会体験活動や交流活動と名付けて、
生活体験に含めてきた。例えば、猪山勝利は、生活
体験内容の基本構成として「人間・社会関係性」を
挙げ、「こどもの人間関係や社会関係性の形成は、
……現代のこどもの生活体験として最も重視してい
くことが求められている」	18）と述べる。また、「青少
年の体験活動の推進方策に関する検討委員会論点ま
とめ」（文部科学省 2016）においても、「体験活動
は、……青少年やその保護者を含む地域住民が集ま
り、交流をすることにより、地域に関心や愛着を持
ち、地域の課題解決や地域づくりにつながるような
機会としての役割」を担うべきだとされている	19）。
このような活動は、様々な人間関係をとおして、何
らかの目的を達成しようとするものである。例えば、
皆でその地域の生活に根ざした作業を行ったり、共
有されている伝統的行事に参加したりして、生活現
実に根ざした実質を伴っている。しかし、それらと
併せて、集い、食を共にし、対話や歓談を楽しむこ

となどがなされるのであり、多様な人たちとの社交
的対話や歓談の性質、つまり、自由度を伴った遊戯
的やりとりが含まれていると考えられる。

そしてこれらは、すでに見てきたように、皆でテー
ブルを囲んだり食事や喫茶を伴ったりする多世代の
家での活動に含まれているものである。つまり、多
世代の家の活動は、一定の目的を達成するべく設定
されてはいるが、実際はそれが緩やかで、活動が始
まってみれば別の方向に進むこともあり得るくらい
の自由度がある。また、飲食などの生活現実を伴っ
て、社交性に含まれている遊戯的なやりとりが可能
になるような活動が多い。総じて多世代の家では、
社交的対話が成り立つような基盤が整えられ、活動
に参加する人々も、活動を通じて自然と社交性を身
につけていっているように感じられる。多世代の家
は、そのような体験活動を日々提供し続けている、
躍動感に満ちた場所と言えるだろう。
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１　本研究の課題と方法
2022年、本邦は近代学校制度制定後150年を迎え

る。国立教育研究所（1974）によれば、小学校就学
率は制度制定30年後の1902年に90％を超え、以後、
順次100％に近づく。1947年度以降は、学制改革に
より、新制中学校まで９年間の学齢期（本稿では、
法に定めた義務教育期間とする）人口のほぼ全てが
就学する状況を保持する。就学率向上は学齢期の発
達において意義あることと思われる。だが、近時、

継続的な登校を回避し、登校しても教室の授業に参
加しない児童・生徒（以下、子ども）が無視できな
い数に達している。

文部科学省報告（2021）によれば、不登校件数、
児童生徒数に対する同比率は、2013年度以降、一貫
して増加し続けている。子どものこうした状況には、
教育／福祉／司法に関わる複合的課題が伴う。だが、
今日なお、不登校等は教育に、貧困等は福祉に、非
行等は司法に対策を限定する傾向が強い。掲げた課

要旨　本研究は、子どもが学校で多様な生活体験を累積しようとする過程に生じるもろもろの「不調」を「自己
効力感」の習得過程から検討しようとするものである。子どもが学校で行う生活体験には、沢山の学友／教員が
関与する。これらの関与過程を観察／分析／考察する理論的／思想的根拠として、「役割」理論、「心の理論」、「ケ
アの思想」を活用したい。観察対象は不登校などの教育相談事例にほぼ共通に問われる「心理社会的過程」であ
る。不登校など、子どもの問題が多発していることについては、教育行政機関、研究機関とも十分認識している。
だが、問題自体は解決のみならず、軽減も不十分な現況である。

ひとの生活体験には多様な心理社会的相互作用が随伴する。この相互作用過程を子どもの場合に焦点化し、「役
割」理論、「心の理論」、「ケア」の思想から観察／分析／考察し、問題の解決／軽減の方途を探りたいと思う。こ
うした議論を累積することによって、子どもに自己効力感の習得を促す学校生活体験の考察／検討ができればと
思うところである。

Abstract　The purpose of this paper is to study “disorder” which comes from process by which children accumulate 

various real-life experience at school by process of acquiring “self-efficacy”. Children are concerned with many class-

mates and teachers at school. These experiences construct many psychosocial interactions. In this paper process of these 

interactions is observed, analyzed and considered in point of the theory of roll, mind and care. Object which is observed, 

analyzed and considered is psychosocial process which is recognized in many counselling cases of school refusal and so 

on in common.

キーワード　学校生活体験、心理社会的相互作用、体験の不調、不登校、自己効力感
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題は子どもの生活／暮らし／人生の全容、すなわち
心理社会的両側面に関わることが多い。そこで問わ
れるのが、心理社会的両側面から行う観察／分析／
考察である。以上の問題関心の下、本研究は、主に
不登校を対象に、次の点を解明しようとするもので
ある。

１）	勉学、部活動、児童会／生徒会活動、ボラン
ティア活動など、学校における生活体験の展
開と並行して、不登校など、体験に「不調」
が生じる理由。

２）	諸体験に生じる「不調」が「変調」「失調」す
る心理社会的過程。

３）	学校における生活体験累積過程において「不
調」「変調」「失調」の発生を予防するための、
子ども自身および学校／家庭／社会の課題。

研究方法として、先ず、子どもが学校生活におい
て多様な活動を体験する過程に生じる多様な「不調」
を観察／考察する。学校生活体験を、記憶が可能な
出来事と仮定すれば	1）それらの活動にはほぼすべて
に学友／教員などの関与が付随する。したがって、
研究は、第二に、他者との関与に伴う対人認知、集
団的状況下で進む「地位／役割」の取得／構築過程
を解明する。当該状況下における自他評価、とりわ
け自己評価に関わる安心／不安感、自尊感情や自己
効力感の形成などに及ぶ。また、そうした心理社会
的発達を促す学校生活体験にも触れることになる。
第三に、こうした全容に関わる観察／考察／分析の
理論的根拠について、「役割」理論	2）「心の理論」	3）

「ケア」の思想	4）を活用する。こうした議論を基礎
に、発達過程に即した学校生活体験の再構築、即ち
子どもの発達に即した、発達を促す教育課程再編成
の必要性が検討できればと思うところである。

２　学校における生活体験と子どもの対応
子どもの多くは、幼稚園や保育所で、集団生活な

ど学校と似た体験をしている。では、学校では新た
な体験として何が加わり、それにはどんな特徴が見
られるであろうか。

先ず、学校は一般に人的／空間的に規模が大きい。
また、学年進行に付随した学級編成による仲間（顔
ぶれ）の交代がある。教育課程が鮮明化し、学ぶ内
容が時間によって区切られる。クラブ活動や児童会

／生徒会、ボランティア活動なども加わる。第二に、
これらの運用が「近代官僚制」に基づく「規則」に
従って進行する。教員等はもちろん、子どももまた
規則によって学びを「管理」されるのである。「社会
的規則の拡大」といえようか。

では、学校は、何故、規則に従わせ、規則を遵守
する習慣を習得させるのか。ひとの活動には社会的
規則以前の自然な状態、即ち「情動／情緒／感情」
が伴う。一般に、教員に実子を担任させず、事件捜
査から身内刑事を外すのは情動を排して規則に忠実
な職務遂行をさせるためといわれる。ところで、ひ
との発達は、自然な情動等の方が社会的規則の取得
に先行する。とすれば、年齢や役割相応に情動を調
整して規則に従わせる工夫が必要になる。では、子
どもの「情動調整／規則受容」過程はどのように進
展するのか。
「 情動調整／ 規則受容 」の原型は假屋園昭彦

（2004）が示唆するように母子関係に生まれよう。観
察されるポイントを列記すれば、「母が乳幼児の全情
動を容認する」「幼児が母の情動を受容する」「幼児
に母の願いを問いかける」「願いを受容した幼児を母
が称賛する」「次の願いを語る」になろう。この流れ
は、養育／保育者（母）による幼児の「丸ごと容認

（存在感の安定）」、幼児による「母への全面信頼（信
頼関係の萌芽）」、「信頼する母の願い（規則）の受容

（情動調整）」「願いの受容（情動調整）に対する称賛
（存在感の高揚）」になろう。これを幼児の立場から
記せば、①安心／安定した自己存在感、②自己存在
を容認する他者との信頼関係、③信頼関係に基づく
情動調整と規則受容、④情動調整／規則受容による
自己肯定／自己効力感	5）構築の心理社会的過程が読
み取れよう。
「情動調整／規則受容」を４つの心理社会的過程に

まとめた。重要なのは自己存在の「不安から安心／
安定への移行」である	6）。では、移行はどのように
行われるであろうか。

子どもは、担任との関係が学校における自分の安
定した存在に重要なことを感知する。困ったら先ず
担任に報告／相談するよう教示されよう。続いて、
種々な活動を共にする級友との関係が重要になる。
では、この２つの関係はどのように展開するであろ
うか。
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３　対人関係の生起と地位／役割の進行
入学、進級は、子どもに、担任（含教科担任）と

の対人関係を生み出す。そこでは両者が寄せる情動
的性質も伴うが、時間／学年の進行に伴い、規則の
受容に関わる関係の比重が大きくなる。この意味で、
小学校入学は、子どもにとって「心理社会的移動」
の意味を帯びる。ここで躓かないために行うのが、

「小学生になったらね…」という予期的社会化であ
る。家族／親近者／近所の大人たち等による予期的
社会化を促す言動の有無が問われる。こうした言動
の下で、子どもは「就学」を受容するのである。

こうして、小学校低学年の頃は、まだ「母（父）
に似ている先生」への感情も残そうが、次第に、情
動的関係を求めるよりも態度／判断／行動の中立／
公正／適切性などの社会的規則に即した「教師役割」
を期待する傾向が強くなる。これに伴い自らの「子
ども役割」の自覚も大きくなる。教師役割は一般に
教員の服務と一致し、これに反しない限り、子ども
と担任との対人関係がこじれることは少ない。ただ、
担任の態度／判断／行動に対して、子どもに「自分
との情動的関係」を強く求める認知の歪みがある場
合はこの限りでない。

これと異なり、子どもどうしの対人関係は複雑な
展開を示す。友好／信頼／好意を寄せる級友が生ま
れる一方、それと逆の級友、関係の薄い級友も生ま
れる。自分にとって特に不利な事態が生じない限り、
こうした親／疎状態は学校で行われる諸生活体験に
重大な問題を引き起こすことは無い。教室の席順、
体育のチーム編成、合唱のパート編成、修学旅行の
班編成など、学校では集団的編成を為して学習目標
に向かうことが多い。子どもは情動的な親／疎を越
え、規則を重視した全体的立場から「誰とでも集団
構成する子ども役割」を期待される。だが、そこに
何か理由が介在して親／疎状態を露わにした好き／
嫌い、満足／不満足、快／不快、安心／不安などが
現れると、集団は統制を失い協働／協力が維持でき
ない状態に陥る。住田（2014）のいう学級崩壊や部
活動崩壊などがその典型である。

では、こうした事態はなぜ生じるのか。子どもど
うしに親／疎を露わにしないために教師は事態に
よっては子ども集団の統制を試みる。だが、それは
本来の子ども同士のまとまりとは異なる。望ましい

のは子どもどうしの自然な役割構築過程において生
じるまとまりである。この過程を探ってみよう。

初めての級友との対人関係は、席が隣り合ったり、
帰宅方向が同じだったり、学習班や当番が一緒だっ
たり…と、多様な契機によって生じる。声を掛け、
名前を知り、手伝ったり冗談を言い合ったりして関
係が良くも悪くも深まる。この心理社会的相互作用

（以下、相互作用）は、相手の性格や知識／技術の水
準、態度／行動の特徴など、様々な面について相互
評価を誘発する。この過程で、２人関係や３人以上
の集団における自分の相対的な心理社会的立場／地
位を徐々に認知／感知することになる。また、相手
や集団における各人の役割も認知／感知する。主導
性、追随性、まとめ役、引き立て役、追従役など、
多様な役割がいつしかそれぞれの子どもに構築され
ていくのである。

役割は、知識／技術や態度／行動などによる勢力
や直面した問題の解決能力などによって、固定化し
たり変動したりする。それが全体として集団を崩壊
させない場合、集団は性質を変えつつも維持されよ
う。だが、対立／葛藤が生じ、いじめや差別などが
生じれば集団は歪み、崩壊しかねない。この過程で、

「級友への不安／不満／不快／不信」などによる不調
／変調が生じ、不登校などの学校回避行動も発生す
るのである。

４　地位／役割構築過程における自己評価
では、級友への不安／不満／不快／不信などによ

る不調／変調は心理社会的存在としての子どもにお
いて、どのように発生するであろうか。小学校入学
前後、入学以後６年生までの進級前後、中学校入学
前後、中学２年／３年進級前後の４時点を中心に考
察しよう。

学校の生活体験においては、学年進行につれて保
護者／教員など支援的／指導的な成人が同伴しない
状況が増加する。登校／下校は一般に子どもに任せ
られる。在校中の場合も、授業以外は、自由時間の
みならず、清掃、部活動、給食準備や片付け時間、
放課後のひと時などは教員の直接的指導監督が及び
にくい。これは、子どもに自主／自発／自治などの
能力を構築する好機になる一方、そこで展開する「地
位／役割構築過程」の実態如何によっては「からか
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い」「いじめ」など負の人間関係を構築しやすい時間
にもなる	7）。

小学１年のＡは、仲良く下校していた友人Ｂに「コ
ンビニに寄ろう」と誘われ同伴した。Ｂは店内を巡
る。Ａが「何か買うの？」と尋ねると「買い物じゃ
ないの」と外へ出、いつものように帰宅。翌日も、
次の日も同じことが繰り返され、Ｂを不審に思った
Ａが担任に打ち明けた。本件では、店内でＢが不正
を為したわけではない。ただ、Ａは自分が「Ｂに追
従する役割」を強いられるのを感知したのである。
担任に話すことで、「追従」という不本意な役割から
解放されたが、子どもによっては誰にも告げること
ができず、歪んだ追従役割を強化することがある。
Ｂには自分が「支配的役割」を演じている自覚は無
いであろう。この無自覚の役割継続が「いじめ」の
背後に潜在する場合があり、Ａの立場にある子ども
が「学校の帰りが不安」になり、不登校になる例も
ある。

小学３～４年生頃に、多くの子どもが「ギャング
エイジ」を体験する。低学年時に親しい２～３人の
交友関係以外は教員が教示する教室のルール「みん
な友だち」に従った子どもが、興味や関心、相性な
ど、多面的な個別の個性を交流しあい、相応に固定
化し、内部関係を深めた最初の永続的集団を構成す
るのである。集団の内部構成ルールによっては役割
が固定化する例があり、集団を離脱できずに追従的
役割に陥る子どもに「学校が怖い」状況も生じ得る。
この年齢になると、状況を察知した教員が介入して
も「みんなで決めたんだ」「△にだけしているんじゃ
ない」などと言い逃れる術を心得る子どもも現れる。

中学校進学は、「新しい世界」への再移動である。
一般に複数の小学校から生徒が来、教科別に教員が
交代し、生徒会や部活動の運営が相応に生徒に委ね
られる。この過程で、子どもの多くは新たな集団に
馴染み、自分の役割取得を試み、そこに活動の「居
場所」を構築する。この過程に乗れない場合、勉学
内容の高度化もあり、学校は行きにくい場所になる。
入学前からの不安／恐怖／恥などが増幅し、「連休」
を機に不登校になる例も生じる。

中学生期は、心身の急速な発達に伴い、学業成績、
部活動実績、学級等集団内地位／役割、各人の身体
的／心理的／社会的／精神的発達の個人差等が複雑

に関わり、学年や学級集団における地位／役割が変
動し、これに伴う対人認知／自己認知／自己評価も
動揺／変動する。

５　対人関係と自己評価を分析する枠組み
では、以上の記述において、「学校における生活体

験と子どもの自己効力感」は、どんな文脈から、ど
う読み取り、引き出すことができるであろうか。「役
割」理論、「心の理論」「ケア」の思想を手掛かりに
探ってみよう。

富永健一（1958）によれば、「役割（role）」は「相
互行為場面において、各行為者の行為がばらばらな
ものでなく組織化されたものであるとき、一連の首
尾一貫した行為の系列」を指す概念としてG. H.ミー
ドが提唱し、社会学者や社会心理学者に発展的に継
承されたものである。この過程で、対人関係や集団
の統合、それらの組織化と崩壊などに関わる説明に
おいて、役割知覚、役割認知、役割期待、役割演技、
役割行動、役割葛藤、地位と役割など多種／多様／
多数の概念が使用され定着する。ひとの行為を「役
割」概念から整理する事象の理解をひとまず「役割」
理論と受け止め、課題の解明に迫りたい。それは、
相互行為を介して、ひとの社会的地位に強く影響す
る過程の分析を可能にするからである	8）。
「心の理論」は「人が欲したり思ったりすることな

どの心的状態を理解する能力」に関してプレマック
らが命名したものである。「誤信念課題」の実験か
ら、この能力が生起する年齢は４歳以降と言われ
る	9）。相手の心的状態を読み解こうとする行為は、役
割行動と関わって、対人ないし集団内における他者
からの評価などに基づく「自己評価」に相応に影響
することが予想される。「心の理論」を用いるのは、
ひとの他者認知の本源が「心の理論」に基礎づけら
れると考えるからである。ひとはこうした自他認知
によって自己評価し、自慢したり卑下したりする「苦
悩」を負うのではあるまいか。
「ケア」については、上野（2015）による、依存

的な存在者の身体的／情緒的要求を、規範的・経済
的・社会的枠組みのもとにおいて満たす行為という
説明に求めたい。本稿では、この説明に連動する諸々
の理解や方法を「ケア」の思想と措定し、学校にお
ける子どもの生活体験においてケアの思想が求めら
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れる仕組みを検討したい。教育は広義にはケアの性
質を帯びるが、狭義には、ケアとは異なる理念／方
法／活動の性質も含むであろう。

子どもの生活体験を分析／考察／評価する枠組み
を３つの「理論」「思想」から探る根拠に触れた。以
下、この枠組みに即して学校における子どもの生活
体験を考察しよう。

６　自己評価の累積と自己効力感
ひとは環境、とりわけ他者との関係を介して自己

に気づき、他者との関係において自分の諸能力や集
団内にける立場（地位／役割）に気づく。就学を新
たな心理社会的移動と記したが、対保護者／家族と
いう限られた家族関係における評価から、初めて出
会う級友や教員からの評価を受ける点でも、就学は
新たな移動である。さらに、その内容が、ただ「可
愛い」「善良な」「明るい」等を越えた教科内容の学
習成果、学級活動における積極性、部活動の実績、
学校行事で果たす役割、スポーツほか各種コンクー
ルなどの競技／試合成績など、多様な広がりにおい
て試されることも新たな移動の内容を形成する。

学校におけるこうした生活体験過程に遭遇するこ
とによって、それまで家族や身近な友達との関係の
下で安定した存在感を得ていた子どもの状況は一変
する。成績や実績などについて広義の評価が相対的
に高い場合、他者が自分に向けるであろうと感知す
る評価も相応に高く、相応の自己評価による相応の

「自己効力感」が維持されるであろう。
「自己効力感」はバンデューラが提唱した概念であ

り、個人の行為の根底に蠢（うごめ）く、結果の予
期、当該結果を自分が成し得るか否か、効力予期に
関する信念を指す。自己効力感が高い場合、予期（自
己期待）が高まり、そのための努力を行い、結果的
に予期が実現することが多く、目標到達に自信を持
つ。逆の場合は目標が持てず自信が湧かないことに
なる。この意味で、就学はどの子どもにおいても自
己効力感の再確認が迫られる事態であり、学年進行
には自己効力感の確認／検閲／検証作業が付随する。

この再確認、不断の確認／検閲／検証作業の進行
過程において、高い自己効力感を持つことが出来る
場合とその逆の場合との間には多様なスペクトラム
が生じる。自己効力感が高く、学校生活体験の多く

に快／満足／安心感を覚え、与えられたり生じたり
する新たな課題に意欲的／積極的に取り組み、より
一層の自己向上を志す子どもが現れる一方で、自己
効力感が低く、学校生活体験の多くに不快／不満／
不安を感じ新たな課題に意欲を失い、次第に「ダメ
な自分」を構築しかねない子どもも現れる。前者の
場合、一般に、ある程度のストレスは「克服できる
障壁」として認知され、そのための努力／工夫を積
み重ねて障壁を克服した場合、自己効力感は一層高
くなる。後者の場合は、一般にこの逆を行くことが
多く、解決を迫られる課題が現れるたびに自己効力
感が減退し、終には課題として認知する学校生活体
験事態を避けることになりかねない。その典型事象
が不登校である	10）。

他方、自己効力感が歪曲／変質する場合も考えな
ければならない。その場合、「地位／役割」の固定化
が進むと、歪曲／変質した自己効力感の持ち主が、
自己効力感が低いとみなした相手を対象にからかい
／いじめ／攻撃を仕掛けることがある。また歪んだ

「集団効力感（所属集団に高い能力があると感知する
状態）」は、構造的に弱いと見なす立場の集団に対し
て偏見／差別／排除を仕掛けることもある。この意
味で、自己効力感を育成する過程において、ひとの
尊厳、人権意識、対等平等な人間関係などに関わる
教育／学習（人権教育／学習）が不可欠である。他
方、「いじめ」や「偏見」等を全うに感知し、己の尊
厳、人権、ひととしての対等平等などを訴え、表明
／主張する勇気と、そうした勇気を表明した人の支
持／支援に関わる教育／学習も必要になる。

では、自己効力感はどのように変化／進展するで
あろうか。

７　体験の展開と自己効力感の変容
早期に自己効力感を高め得た場合、子どもは次の

生活体験についても「うまく行く」思いを持ち、一
般に成功する度合いを高めるであろう。しかし、子
どもによっては就学初期段階で自己効力感を持てな
い場合がある。では、そうした子どもの場合、「次も
ダメだ」とマイナス循環に陥らず、次の生活体験に

「うまく行く」思いを創発させるにはどうすればよい
であろうか。教育の臨床的／実践的課題が問われる。

問題は当該の子どもが体感する生活体験の直感／
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認知／評価に関わる情報とその正当／妥当な受け止
めにあろう。例えば部活動で行うバレーボールの練
習体験を想定しよう。学年や技術の異なる全てのメ
ンバーが、活動を通して快感／満足感／充実感を獲
得し、自分にはチームを盛り立てる力があると思え
るには、ルーチン化する日々の練習体験に何を感知
／認知／評価するかが問われることになる。サーブ
やシュートの受け、トスやパス、相手へのシュート
やサーブなどがそれぞれ適切に行えるか、集団とし
てのまとまりある「あうんの呼吸」を交換しあえる
か、適切な声掛けがあるか、さまざまな行動を総合
的に評価してチーム全体を盛り立てる動態が展開す
る過程に、自分の立ち位置、果たすべき役割、譲る
べき役割などについて、妥当な行動を為す自分を感
知できるかどうかが問われよう。この場合、子ども
本人に、こうした活動に関する「情報」がどのよう
に届いているか、届いた情報をどのように解釈して
いるか、体験の感知／認知／評価に影響するに違い
ない。

この場合の情報は、相手側各メンバーの技術や技
量、ボールの強さ、ボールの速度、受ける自分の態
勢、受けるチーム員の位置と動きなど、瞬時に飛び
込んでくる多数の情報を指す。競技に関してはこれ
らを正確に受け止め対応しなければならない。自己
効力感は、こうした情報の受け止めと処理／対応の
適切性に対する周囲からの評価と自己評価の双方に
支えられて生じるものであろう。したがって、こう
した情報の受け止めと処理／対応を適切にしようと
する自覚が無いまま「皆が自分をよく思わない」と
いう子どもに対しては、「そんなことはない」という
助言だけでなく、必要な情報の正確な認知／受容と
妥当な処理／対応をしているか否かを冷静に見つめ
させる助言が必要になる。もちろん技術や技量には
努力でカバーできない性質がある。その場合でも、
子どもは「為すべき行動の本旨」に沿って行動する
限り、自己効力感は後退どころか向上する。順位や
序列が明示されても下位者に自己効力感を劣化させ
ない助言こそが重要である。

学齢期には多種多様な学校生活体験が待ち受ける。
最初の体験で感知した自己効力感の乏しさを機に、
その後の多くの生活体験をしないまま過ごしたり、
意欲が無いまま形だけ行ったりするのは、自己効力

感を高める活動に繋がらない。とは言え、初期段階
で自己効力感を習得し損ねる場合は相応に存在する。
求められる対応／助言／指導は、「そのまま、ありの
ままでよい」受容的内容と「情報を正確に受け止め、
妥当な対応を試みる」ように導く、子ども本人の行
動に関わる内容の２つを含む必要があろう。自己効
力感の乏しい子どもには前者のみを助言する時間が
長時間必要なこともある。また、子どもによっては、
前者のみの助言を介して自ら内面に後者を思索／自
覚する場合もあろう。他方、前者はすでに確保して
いる子どもも多い。初めから後者が無用であると論
じるのは「的外れ」に思われる。重要なのは、①子
どもに自己効力感を高めること、②高めた自己効力
感の維持、③初期に又は途中で自己効力感が低下す
る場合、その回復を促すこと、の３つである。

８　学校における生活体験と自己効力感
今日、家庭や地域社会の教育が後退する過程で、

学校はかろうじて残った教育の場というも過言でな
い。他方、学校は近代官僚制に伴う特徴として、規
則等による拘束を余儀なくする性質も帯びる。この
点で、学校自体を批判する議論も現れるが、しかし、
人の生涯は公共社会と無関係ではあり得ず、住田

（2021）がいうように公共社会の入り口が学校であ
るというも過言ではない。

ところで、人権尊重を検討すると、「個別個人の尊
重」と「公共社会の尊重」の両立が暗黙の前提であ
ることに気づく。歴史的には、革命など、王権によ
る支配や構造的強権者による統制が続いた直後に人
権思想が急速に進展した場合、人々は「市民」とし
てよりも「大衆／群衆」として行動することがある。
強大なカリスマを創出し、その妥当性を考慮せずに
追従することもある。人権思想に立脚する民主主義
は、個人と社会を共に尊重し、人々の自由を基本に、
自由の維持に必要な最小限の拘束を意思疎通しなが
ら冷静な社会環境において決める思想である	11）。こ
れが人々に浸透するのに有効な方法が教育であり、
今日、学校がこれを担う現実がある。学校生活体験
が重要な理由の一つはここにある。日本の現行教育
は、多様な見解があるが、教育法制において、民主
主義の浸透とそのための個人と社会の在り方を十分
論議し得る能力を子どもが習得するための制度とし



27学校における子どもの生活体験と自己効力感

て位置づけられる。学校に課された社会的課題、同
時に個別個人的願望はそれぞれ大きい。この課題を
果たすべく設置された学校が、そこに展開する子ど
もの生活体験において自己効力感を高め得ず、低下
させている面があるなら、それは無視できない危機
である。

もちろん、子どもに発生する諸問題のすべてが学
校による対応の劣化／失敗によると断定することは
できない。保護者や家族の問題、親族や近隣社会の
問題、情報社会化する全体社会の問題が子どもの身
体／心理／社会／実存的発達に逆行する実態が多数
見られるからである。また、まだ十分な科学的解明
が進まない「発達障碍」ほかの課題もあり、それら
をすべて学校由来の問題とするには無理がある。こ
の弁別は、教育、医療、福祉と同時に、司法や産業
界も参加する科学的議論によって行うのが順当に思
われる。

とは言え、学校が果たすべき課題は山積する。近
代学校制度発足150年。科学知の初歩と道徳の基本
を指導する段階から、国家主義に傾倒した一時期を
経て、民主主義を担う国民の育成を課題にする今日
の日本の学校教育である。では、個別個人の尊重と
公共社会の尊重は、子どもにおいてどのように習得
できるであろうか。ここでは学校生活体験を子ども
が感知／認知／評価する過程で生起し、高揚したり
低下したりする自己効力感に着目して今日の学校が
果たすべき課題を整理したい。不登校生が20万人に
迫ろうとする状況を冷静に見据えながら行う「子ど
もに自己効力感を促す学校生活体験」の検討である。

９　研究のまとめと考察
以上、学級などにおける集団の発生／変容／展開

過程において、関わる夫々の子どもに地位／役割が
構築され変化する事態に伴い、自己効力感が多様に
構築され、また多様に変化することに触れた。地位
／役割の発生／変容／展開は、ひとの社会集団に伴
う固有の関係である。本稿をまとめるに当たって、
そこに生じやすい自己効力感の高揚／低下を、「危機
が発生しにくい範囲に調整する」方法を検討しよう。

ひとの個別の差異を「能力」から見るのは、そこ
に欲求／欲望／目的／目標／価値／効果など、何ら
かの前提条件を措定し、その条件からの距離／位置

／順位などを比較する認識習慣が多くの人々に共有
されているからであろう。この認識習慣があればこ
そ、ひとは目的／目標／価値などに向かって努力す
るともいえる。問題はこの努力の結果をどう肯定評
価するかにある。低い順位をマイナス評価すれば、
当該個人の自己効力感は一般に低下こそすれ高揚し
難い。スポーツ界では「敗者復活戦」を用意する場
合がある。義務教育以後、年齢を問わずに入学でき
る高校や大学も増加している。企業によっては「社
会人入社制度」を用意する所もある。だが、そうし
た動向は「不可能ではない」というに留まり、まだ、
一般化するには困難も多い。

ここで見方を根本から転換してみよう。競技や競
争に勝つこと、地位／役割構築において、より有利
な立場を獲得することだけが高い自己効力感につな
がるとは限らない側面があることに気づくことであ
る。ここで問われるのがケアの思想である。

内容が少しく飛躍するかもしれないが、ケアの思
想を考えるとき筆者の脳裏に浮かぶのが外交官で
あった杉原千畝である。杉原は、ナチスに追われ、
米国に逃れる際に必要な日本通過ビザを求めてカウ
ナスの大使館に集まったユダヤ人に、本省の許可が
得られない状況下でビザを発給した。妻の杉原幸子

（1993）によれば、彼は外務省職員の身分を剥奪さ
れたが、その生涯において自己効力感をむしろ高め
ている。杉原には外務高官の地位をさらに高める途
があったが、可能な最後の権限を救命、ケアに活用
した。失職後は反／非社会的にならず、語学を活か
し、貿易会社に就職して家族を守った。ケアの思想
から見て、これらの行為が、杉原に自己効力感を高
めたのである。

ここから一つの結論が得られよう。誰であれ、競
争に勝ち、有利な地位／役割を確保することはもち
ろん重要である。同時に、１）「それ以外の価値ある
課題」にも気づき、２）「他者のケアを試みる地位／
役割を取得すること」も自己効力感を高めるのであ
る。経済的自立が問われる前の学齢期において、記
した１）、２）を学校生活全体において体験／追体験
することが出来れば、それは、以後の生涯における
いろいろな場面において、自己効力感の維持／高揚
を呼び起こすに違いない。技術が伸びず、業績が進
展しない学友を労わったり励ましたりする生活体験
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もまた、技術を伸ばし、業績を上げる体験と同等に、
学校で行う生活体験に求められる重要な課題ではな
かろうか。

注
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する心理学理論である。本稿では子安増生・郷式徹（編）

『心の理論』．新曜社、所収の論文を参照した。
４）ケアの思想については、上野千鶴子・大熊由紀子・大沢

真理・神野直彦・副田義也（編）（2008）『ケアという思
想』．岩波書店の「刊行にあたって」に、「…ここで示され
るケアの理論と実践とは、高齢者のみならず、子どもなど、
支援を必要とする存在をうちに抱えている社会にとって…」
と記された内容に学ぶところが大きい。

５）自己効力感（self-efficacy）はバンデューラ（Bandura、A）
が使用した概念である。その趣旨は、人間の行動変容を、
当該行動の遂行達成を可と認知するか否かに負うところが
あることである。本稿では前掲『現代心理学辞典』．有斐
閣．P298を参照した。

６）渡辺久子（2018）「乳幼児と親」．『そだちの科学30』．日
本評論社、を参照した。

７）ここに例示する内容は「特定」の事例ではなく、筆者が
かかわった SC 歴25年において関わった相談から、守秘義
務を守るためにいくつかの例を混合し、本人を特定できな
い状態にしたものである。
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１．はじめに
本校は、令和元年当時、各学年単学級と特別支援

学級の７学級（令和３年度８学級）で、児童数は、
173人（令和３年度181人）の小規模校である。

私は、令和元年度から本校の校長として勤務して
おり、学校の教育目標は、「ふるさとを愛し、豊かな
心と学ぶ意欲を持ち、自ら『気づき・考え・行動で
きる 』たくましい子どもの育成」とし、本校の教育
方針の中で、地地域のひと・もの・ことを生かした
体験活動や課題解決学習の推進に重点を置くことを
示し、学校経営を行ってきた。

令和元年当時、７人の担任の内４人が20代という
ことで、経験年数の少ない教師に対して様々な体験
活動や地域素材を取り入れた授業を行うことを通じ
て、児童にとって楽しく、分かる授業の創造に繋げ
て欲しいと考え、草花や野菜の栽培、校庭に実った
果実を使ったシロップづくりなど様々な活動を仕組
むことを提案してきた。

その中でも、特に、教育効果が認められ、教師の
学びにも繋がったカイコの飼育に関わる実践につい
て紹介することとする。

２．児童の実態及び課題
令和元年当時、全体的に素直で好奇心旺盛な児童

が多いが、自己肯定感が低く、主体的に取り組もう
とする児童は少なく、自分の思いや考えを表現する
ことが苦手な児童が多く見られた。課題としては、
継続的に粘り強く取り組もうとする力を育成するこ
とが挙げられた。

３．取組の実際
（1）素材の準備

前任校で、カイコの飼育を行うことで教育効果が
高まることを実感していたので、赴任してすぐに現
任校でも同じ取組を行えないかと考えた。学校が借
りている畑の隅に桑の木が３本あることが確認でき

要旨　小学校におけるカイコの飼育を柱とした取組を通して、児童の具体的な学びの様子や取組の成果と課題を
紹介する。また、この取組が、教師にとって教科融合的な学習の在り方について学ぶ機会となり、授業改善に繋
がったことについて報告するものとする。とりわけ、コロナウイルス感染症対策により、学校における体験活動
や各種行事などが制限される中、児童が、その影響をあまり受けることなく取り組むことができた体験学習とし
て、新型コロナウイルス感染症が広がる前の令和元年から令和３年度にいたる３年間の取組について紹介する。

キーワード　地域協育コーディネーター、カイコ、仕組む、教科融合型授業
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たので、桑の葉を容易に手に入れることが可能であ
ると判断し、取組を仕組もうと考えた。そこで、地
域協育コーディネーターにカイコの卵を手に入れて
もらうよう依頼した。

（2）取組の導入として
教員として２年目の３学年担任には、子どもたち

が、目的意識を持ち全員で協力し合いながら取り組
む活動を仕組むことで学級経営を効果的に行うとと
もに、理科の学習を補完する教材及び総合的な学習
の時間の学習の取組として勧めた。

初任者である４学年担任には、特別活動の取組と
してカイコの飼育を勧めた。

（3）カイコの飼育に関する指導・助言
令 和 元 年 に

は、まず、カイ
コの卵を校長室
で担任２人に紹
介した。前任校
での取組の様子
とその成果につ
いて説明をした
上 で、興 味 が
あったら飼育を
してみないかと
話を持ちかけ
た。３学年担任
は、卵から孵っ
た幼虫を見て

「無理！無理！
校長先生、私は、虫が苦手なんです。」ということ
だった。

４学年担任には、初任者ということもあって、体
験活動を行うこ
との必要性を説
き、手始めとし
てカイコの飼育
を子どもたちに
取り組ませてみ
ないかと声かけ
をした。

３年生に、校
長室に来るよう
に声をかけ、カ
イコが卵から孵
る様子を見せた
ところ、児童が
声を上げながら
興味深げに観察

する様子を見て、担任も飼育をしてみようかという
思いにいたった様子だった。

４学年担任には、３年生の様子について話をした
後に、４年生にも声かけをして、子どもたちが、カ
イコを飼育したいという気持ちになったら、幼虫を
分けてあげるという導入の仕方で、取組を始めるよ
うに仕組んだ。

早速、担任２
人を学校が借り
ている畑に連れ
て行き、３本の
桑の木があるこ
とを説明した。
ま た、朝 夕 ２
回、桑の葉を幼
虫に与えること
を説明した。特
に、毎日欠かさ
ないようにする
ことと、雨の日
には葉っぱの水
分を拭き取って
与えることを確
認した。土曜日や日曜日については、私が管理する
ことを伝えた。

休み時間を使って児童を桑の葉のある場所まで引
率して、飼育の
仕方について説
明をした。朝の
忙しい時間に担
任に対応させる
のは厳しいと考
え、両学年とも
当番を決めさせ

幼虫を初めて見た３学年担任

幼虫を初めて見た３学年担任

校長の説明を聞く４年生

桑の葉を取る３・４年生

カイコを観察する３年生

幼虫を初めて見た３年生

畑で桑の葉を確認した３年生
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た上で、しばら
くの間、私が、
児童を畑まで引
率した。

また、カイコ
が成長する様子
をデジタルカメ
ラで撮影し、そ
の画像を階段横の掲示板に掲示するとともに、学校
だよりや掲示物で子どもたちの取組の様子について
紹介した。

また、３学年担任には、観察日記を付けることや
そのためのワークシートの活用を勧めてみた。さら
に、劇化して発表することや高山辰雄賞ジュニアデ
ザイン展の作品の画材とすることも取組の一つとし
て助言しておいた。さらに、卵は次年度の取組に生
かすために、冷蔵庫に保管しておいた。

（4）児童の取組の様子
３学年の児童は、当番を決めた後、張り切って桑

の葉を取りに行き、カイコに新鮮な桑の葉を欠かさ
ず与えていった。幼虫が少しずつ大きくなり、児童
は、変態していく様子を観察日記に記録した。また、
模造紙にまとめて発表を行った。

また、登校してすぐに校長室を訪れ、教室で飼育し
ているカイコの変化について報告に来る児童もいた。

途中で、１匹
幼虫が死んでし
まい、雨の中、
全員で学級園の
近くにお墓を
作って、手を合
わせていた。そ
の出来事は、児
童にとって命に
ついて考える機
会となっていた。

児童は、カイ
コが繭を作り、
成虫となり、交
尾を行い、卵を
産むまでの成長

の過程をしっか
りと観察できて
いた。

高 山 辰 雄 賞
ジュニア美術展
の作品として、
ほとんどの児童
が、カイコを飼
育している様子を画材として選び、観察したことを
もとに意欲的に絵を描く姿が見られた。

秋になり、「明治小夢わく祭」でカイコの成長の様
子を創作劇として発表する取組を総合的な学習の時
間の学習として
行った。

最後の取組と
して、カイコの
繭から絹糸をと
る活動を行っ
た。グループに
分かれ、担任が
ユーチューブの
画像を参考に
ペットボトルで
作った糸取り機
で絹糸を少しだ
け取ることがで
きた。

３学期には、
カイコの成長の様子について説明する紙芝居を作成
し、発表する予定だったが、新型コロナウイルス感
染症対策により３月から休校となり、完成した紙芝
居を発表することができなかった。

（5）その後の取組
令和２年度も

教育課程に位置
づけられた取組
として、３年生
によって総合的
な学習の時間及
び理科の学習と
してカイコの飼

カイコの様子を掲示

３年生の観察日記

カイコの劇を演じる３年生

３年生発表の様子

繭から糸をとる３年生

畑で桑の葉をとる３年生

カイコの絵を描く３年生
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育が取り組まれ
た。校長室でカ
イコの卵を見せ
て、飼育の仕方
やえさについて
は説明をした。
その後、桑の木
がある場所に行
き、桑の葉のと

り方などを指導し、カイコの飼育が始まった。
しかし、新型コロナウイルス感染症対策として、

４月から５月中旬まで休校や分散登校の実施により、
令和元年度のような取組を行うことができなかった。

そこで、担任が、プラスチックでできた弁当用の
容器を準備し
て、幼虫を１匹
ずつ入れて渡し
た。児童は、２
日に１度の登校
で桑の葉を持ち
帰り、各自が家
で飼育をしなが
ら、観察するよ
うにした。途中で、幼虫が死んでしまうこともあっ
たが、新しい幼虫を与えて飼育を継続できるように
した。

５月下旬に完全登校になって、家から持ち寄った
カイコを学級で飼育していった。その時点で４分の
１程の幼虫が死んでしまった。また、繭を作る前に
多くの幼虫が死んでしまい。前年度に比べうまく飼
育ができなかった。

飼育と観察を続けたが、思うように取り組めなかっ
たために、前年度のような劇や紙芝居の取組には発
展させることができなかった。

私が、校長室
で育てたカイコ
は繭になり、成
虫となって交尾
をするところま
で観察すること
ができる状況
だったので、３

学年児童をはじ
め来年度学習す
る予定の２学年
児童にも声をか
けて、カイコの
幼虫を見る機会
を仕組んだ。

また、階段横
の掲示板にカイ
コの成長の様子を掲示し、少しでも児童の興味・関
心を高めるようにした。

令和３年度に入り、令和元年に４学年担任をした
教諭が、３学年の担任となった。すでに、一度カイ
コの飼育を経験していたので、前回の経験を生かし
て取組を向上させようと意欲的だった。

これまでの２年間の取組をもとに編成した教育課
程（右記）を柱として、総合的な学習の時間と他教
科との教科融合的な学習となるように意識して活動
を仕組んでいくことを確認した上で、取組を始めた。

早速、前年度冷蔵庫に保管していた卵を確認し、
地域協育コーディネーターにも卵の入手を依頼した。
また、３学年担任と一緒に桑の木の様子を確認しに
行き、令和３年
度の取組の準備
を進めた。

早速、地域協
育コーディネー
ターから卵を入
手してもらい、
児童に顕微鏡を
使ってカイコの
卵を観察させ
た。児童は、卵
からカイコの幼
虫が出てくると
ころを観察する
ことで興味・関
心を高めたよう
だった。

そのタイミングを見計らって、担任が、児童に働
きかけ、カイコを飼育することとなった。また、２
年前に一生懸命に飼育に取り組んだ５学年児童にも

カイコを配布する３学年担任

桑の葉を与え、観察する３年生

卵を観察する３年生

観察して記録する３年生

休み時間に観察する３年生

顕微鏡で観察する３年生
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声をかけ、少し幼虫を分け与えると飼育に取り組む
流れとなった。

早速、３学年児童は、卵の様子から観察記録をつ
け始めた。担任とともに桑の木のある畑へ行き、桑
の葉をとってきてカイコに与える当番も決められ、
本格的に取組が始まった。

３学年児童と
５学年児童は、
当番を決め、毎
日カイコの餌や
りのために畑に
桑の葉をとりに
行っ た。なお、
土曜日と日曜日
については、今
年度、担任が世
話をするように
した。次年度を
見越して、２学
年児童にも声を
かけ、中休みや
昼休みに校長室
のカイコの様子

を見せること
で、次年度に向
けて興味や関心
を持てるように
仕組んだ。

今年度は、積
極的にＩＣＴを
活用して、カイ
コの成長の様子
を顕微鏡と大型
モニターを接続
して詳しく見せ
たり、１人１人
に端末を使って
画像や動画を撮
影させたりする
ことで、より詳
しく観察してい
くように取り組
ませた。

さらに、３学
年児童は、国語
の授業とも関連

畑で桑の葉をとる３年生

カイコの幼虫を観察する２年生

大型モニターで観察する３年生

タブレットで動画を撮る３年生

作文の構成を考える３年生
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づけながら、作
文の題材として
カイコを取り上
げ、観察日記の
文章を詳しく書
けるように指導
を行ってきた。

そのことにより、多
くの児童に、意欲的
に作文に取り組む姿
が見られた。

今年度も、３学年
と５学年の児童が、
図工の時間にカイコ
を素材とした絵を描
くことに挑戦し、髙
山辰雄展で佳作に入
選する児童も出た。

全ての児童が、意
欲的に絵を描くこと
に意欲的に取り組
み、どれも生き生き
とした作品ができあ
がっていた。本年度
もカイコの飼育活動

と図画工作が連
動した教科融合
的な学習となっ
た。

その後、大分
大学の教員２人
に協力いただ
き、「明治小夢
わく祭」で影絵
を行うことと
な っ た。児童
は、観察してき
たことをもとに
台詞を考え、道
具づくりに取り

組み、仲間と協
力して影絵を発
表することがで
きた。

３ 学 期 に 入
り、蚕の繭から
糸をとる活動を
行った。地域協
育コーディネー
ターが準備して
くれた糸取り器
具を使って少し
ずつ全員で行っ
た。

５学年の児童
にも声をかけ、

糸をとる活動を昼休みに行った。児童は、取れた絹
糸を触りながら歓声を上げていた。予定した活動は、
全て実施できた。

担任は、思考
ツールを使って
これまで行って
きたカイコに関
する取組につい
て振り返りを
行った。取れた
絹糸を使って、
大分大学の教員の協力により、総合的な学習の時間
として絵本をつくる取組を行うことができた。

４．児童の変容
令和元年度に28人の３学年児童に聞き取り調査を

したところ、カイコを飼育する前は、虫が嫌いだっ
た児童は19人だったが、学習を終えた後のアンケー
ト調査では、以前より虫に興味を持つようになった
児童が14人という結果が出た。「カイコの飼育をも
とに、総合的な学習の時間として、劇や紙芝居に取
り組んで良かった、楽しかった。」と回答した児童は
26人だった。

つまり、カイコの飼育を通じて、虫に対する興味
や関心が高まるとともに、自分たちの体験に基づい
て、劇のシナリオを考えたり、劇で使う道具を作っ

５年生の作品

図工でカイコを描く３年生

５年生の作品

３年生の作品

影絵を披露する３年生

影絵の練習に取り組む３年生

繭から絹糸を取る取組

思考ツールを用いた振り返り

放課後、校長室で絹糸を取る様子
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たり、紙芝居の話をみんなで創作することで、仲間
と協力して意欲的に学習に取り組む姿が見られた。
このことから、この取組が、児童が目的意識をもっ
て主体的に学ぶ取組となっていたと考える。

令和元年度４月当初、３学年担任からは、「数名の
男子が、諍いを起こすことが多く、なかなか協力し
合うことができない」という話を聞いていたが、３
学期になると「諍いも減り、仲間と協力して取り組
む姿が見られるようになった。」という報告を受け
た。令和２年度４月当初、４学年の担任からは、「子
どもたちの学びに向かう姿勢がとてもよく、積極的
に様々な活動に取り組む姿勢が見られる。」との話を
聞くことができた。私が、授業観察に行っても、学
びに向かう姿勢は向上していた。

令和３年度に行った３学年児童31人を対象とした
アンケート調査の結果は、以下のとおりだった。

糸をとる活動を終えた児童に聞いてみると、「虫が
好き」と答えた児童は、25人となり９月より７人増
え、嫌いな児童は、０人となった。また、カイコに
ついて尋ねた項目では、「カイコがかわいい」と答え
た児童は５人増え、「ふしぎ」と回答した児童は、７
人増え29人となった。さらに、カイコに触れること
ができるようになった児童も、29人となった。「き
もちわるい」と回答した児童は、０人だった。
「カイコをお世話して虫にきょうみがとてもわい

た」と答えた児童は、９人増え、「あまりわかない」
と回答した児童は、０人となった。

以上のことから、カイコを飼育し、カイコを素材
とした様々な教科融合的な学習を重ねていくことで、
児童は、虫に触れることができるようになり、愛着
を感じ、興味を持つようになることが分かった。

また、「桑の葉をとりに行くのは大変だったけど、
育てるのが楽しかった。」「虫がきらいだったけど、
さわれるようになりすきになりました。」「いっしょ
うけんめいに生きているな。」「ふしぎなところがいっ
ぱいありました。」等の思いが書かれていた。

さらに、児童の会話の中で、「緑の葉っぱを食べる
のに、どうして白い繭や透明な糸になるのだろう？」、

「一つの繭の糸は、どれくらい長いのだろうか？」な
どの疑問が出され、より深い学びに繋がっているこ
とが確認できた。

特に、児童がカイコを飼育し、観察を行い、カイ
コの成長や繭から糸をとる体験を通じて、達成感・
成就感を味わわせることができたと感じている。

令和３年度の３学年は、社会科の公開授業を行っ
たが、その時にも、参観した他校の先生方が、子ど
もたちの学習に臨む姿勢が良く、生き生きと学習す
る姿が認められるという感想を数多くいただいた。
さらに、佐伯市教育委員会の指導主事や大分県教育
委員会佐伯教育事務所の方々からも同じような評価
をいただいた。

５．担任の変容
令和元年度、初めは虫を毛嫌いしていた３学年担

任も、幼虫を触ったり、成虫を掌に乗せたりできる
ようになった。あれだけ嫌がっていた虫に愛着が湧
き、虫に対する考え方が変わったようだった。

本人へのインタビューの中でも、「カイコを素材と

虫が好きですか。

カイコについてどう思いますか。

虫にきょうみがわきましたか。
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して飼育し、観
察するという取
組にとどまらず
に活動の様子に
ついて劇化した
り、紙芝居を創
作したり、画材
とすることで年
間を通じた学び
として学習活動
を広げるととも
に、継続的に取
り組めたことが
とても良か っ
た。生徒指導上
の課題を解決す
ることにもつな

がり、カイコを飼育する取組を行って良かった。」と
話をしてくれた。このことから、様々な素材を教材
化し、それらを効果的に活用し、教科融合的な取組
とすることが大切であることに気づいてくれたと感
じている。

令和２年度に取り組んだ担任は、新型コロナウイ
ルス感染症予防対策として分散登校などが行われる
中、弁当などに使うプラスチック容器で１人１人が
カイコを育てるように工夫した。

また、１日おきに学校に登校した際に桑の葉を畑
とりに行き飼育を継続できるようにしたり、観察し
たりできるように対応するなどして工夫しながらカ
イコの飼育に取り組んでいた。

しかし、他教科との教科融合型の取組とはならな
かった。それでも、児童が興味や関心を持つことの
大切さを再確認できようで、令和３年度に２学年を
担任し、オタマジャクシの飼育と観察に積極的に取
り組んでいた。

令和３年度に
取り組んだ３学
年担任は、令和
元年度の経験を
踏まえ、飼育の
仕方についての
指導は上手くで

きたとのことだった。「今年度は、国語の作文や図工
の絵画、理科の観察などと関連づけながら総合的な
学習の時間を柱として、教科融合的な学習を行うと
ともに、学習してきたことをもとに影絵で発表する
ことを通じて子どもたちの意欲や思考を大切にしな
がら授業を構築することの良さに気づくことができ
た。」と話してくれた。

また、「地域協育コーディネーターや大分大学の先
生方に連携・協力していただき、より学習内容を充
実させることができた。いろいろな方々に協力して
いただくことで自分自身の勉強になった。」と話して
くれた。その後、大分大学の教員と連携して、絵本
づくりを行った。

６．成果と課題
初任者と２年目の教員に、カイコを素材として紹

介し、飼育に取り組むきっかけを与えたことで、そ
れぞれのやり方で教材化し、取組を行うことを通じ
て、各学級ともその学習の成果が認められた。

令和元年度の３学年では、この取組を通じて、毎
日当番がカイコの世話を行うことで、カイコが成長
し、卵を産むところまで観察し、まとめることで、
気づきや思考の深まりが見られ、児童に達成感を味
わわせる取組とすることができた。

また、絵画や劇、紙芝居などの表現活動に繋げる
ことで、学習したことを振り返ることができたこと、
当番として責任をもって仕事をする姿が見られ、諍
いが減り、仲間と協力して取り組むことで、共有体
験を通じて所属感を感じる児童が増え、仲間意識が
向上し学級にまとまりができたことが大きな成果で
あった。

些細なことで諍いが起きていた学級であったが、
言い争いや仲間の嫌なことを告げ口に訪れる児童が
減ったことからも、生活指導上でも効果があったと
考える。

４学年児童は、３学年児童に比べると初めはきち
んと世話ができていない状況が見られたが、当番に
なった児童が、徐々にきちんと世話をするようになっ
ていった。一部の児童は、校長室を訪ねてきて校長
室のカイコを観察したり、４学年教室のカイコの様
子について報告をしてくれたり、興味関心を高めて
いる様子が伺えた。

令和元年度の観察の様子

令和３年度の観察の様子

カイコ蛾を手のひらにのせる担任
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３学年児童に比べると、観察日記を付けたり、他
の学習に関連付けた取組となっていなかったので、
単にカイコを飼育する活動に留まっていた。学級全
体の取組というよりも一部の熱心な子どもたちの取
組となっていたのが実情だった。

特に、令和３年度の３学年の取組からは、教育課
程に位置づけられた総合的な学習の時間を柱として、
国語、理科、図工、道徳、特別活動など様々な教科
と連動させながら、教師が意図的・計画的に活動を
仕組むことで、児童が、仲間と協力して生き生きと
学習に取り組み、様々な学習成果を上げることがで
きた。

上記グラフに示したとおり、例年12月に行われる
標準学力調査の結果は、今年度３学年児童が、２学
年の時の国語と算数の平均正答率は、全国の平均正
答率を下回っていた。令和３年度は、国語、算数、
理科ともに全国平均正答率を上回る結果となった。
このことからも、３学年児童の学力が向上してきた
ことが分かる。様々な体験学習を行ってきたことで
学習意欲が高まったと分析しているが、カイコの飼
育活動を柱として教科融合的な学習を重ねてきた成
果だと考えている。

３年間の取組を通して、どの年度の児童とも、温
度差はあるもののカイコの飼育を通じた一連の体験
学習により、達成感と成就感を味わうことで、少な
からず自己肯定感が高まっていることは、児童の変
容の様子、アンケート結果、教師の評価からも明ら
かである。

また、教師が、きちんとした目的意識を持ち、カ
リキュラムマネジメントを意識し、他教科と関連づ
けながら様々な学習と結びつけて飼育させていくこ
とが、児童の主体的な取組に繋がり、より深い学び
となっていくことが確認できた。

児童が、飼育、観察、まとめ、発表などを行う過
程において、自分の気づきや考え、思いなどを仲間
と伝え合いながら学習することで、主体的・対話的
な学びの姿が多く見られた。また、飼育することを
通して、仲間と対話をしたり、協力し合ったりする
ことで、人との関わり合い方にも変化が起きた。

また、カイコの成長の変化に気づくと、すぐに報
告に来たり、他の虫や植物について図鑑で調べたり
するなど、主体的に学ぼうとする意欲的な姿を見る
ことができた。

一方で、カリキュラムマネジメントの視点からす
ると、この取組は、総合的な学習の時間としての学
習を柱として、国語や理科、図工、道徳、特別活動
などと関連づけられる教科融合型の教育実践として
の取組とし、教育効果を上げることに繋がった。

さらに、授業改善の視点からすると、子どもたち
の成長の様子を実感した担任は、飼育活動を行うこ
とを通じて、児童が本物に触れることで、より興味
や関心をもって学ぶ様子を目の当たりにしたことに
より、積極的に体験活動を取り入れた授業や各種教
育活動を行おうとする姿勢が見られるようになった。
そのことが、授業改善に繋がっており、他の教科で
も教材や教具を工夫することの必要性を実感してい
た。

特筆すべきは、新型コロナウイルス感染症対策を
行いながらも、その影響を大きく受けることなく、
この取組を継続・発展させることができることを確
認できたことである。３年間を通じて、２年目は休
校や分散登校をすることで難しい状況もあったが、
３年目の取組では、殆ど問題なく学習内容を継続・
発展できたことは、この取組の大きな成果と感じて

令和２年度標準学力調査２学年平均正答率（％）

令和３年度標準学力調査３学年平均正答率（％）
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いる。
課題としては、飼育活動を単に体験活動に終わら

せないように、他教科との融合的な取組を計画的且
つ効果的に行うことが必要となる。観察や記録、ま
とめや発表などの活動を計画的に仕組むことにより、
思考力・判断力・表現力を養うことが大切となるの
で、取組のねらいと内容、そして、具体的な手立て
を明確にしてどのように授業を実施していくか、評
価の視点とめざす児童の姿を明らかにした上で、カ
リキュラムマネジメントや授業構成をしっかりと
行っていくことが必要となる。

また、取組を計画的・継続的なものとするために
は、これらの取組の成果と課題を整理し、効果的な
取組を教育課程に位置づけ、計画的・継続的に学校
の特色ある取組として継続・進化させていくことが
大切である。そのためには、地域協育コーディネー
ターと積極的に連携・協力して取り組んでいける体
制の維持と地域協育推進担当などの人材育成が必要
となる。

さらには、大分大学の教員と連携・協力をしてい
ただくことでより高度な効果的な学習活動にするこ
とができ、児童の取組の成果を科学的に分析してい
ただけることを考えると今後も積極的に関係機関と
協働していくことが必要であると感じる。

働き方改革が叫ばれている中、飼育活動を行う場
合、土曜日や日曜日にも餌やりを欠かすことができ
ない。他市から通勤している職員にとって、餌やり
のためだけに休日出勤することは負担感を伴うのも
事実である。

桑の葉を多めにとり、密封できるビニール袋に入

れ冷蔵庫に保管するなど、生き物を飼育する場合、
餌の採取や餌の与え方の工夫など、教師の負担を軽
減するための具体的な対策を講じることも今後の課
題となる。

今後、職員の異動があったとしても、継続・発展
してカイコの飼育が教育活動として行われていくこ
とを願っている。そのためには、担任だけの力で完
結しようとせず、職場の仲間をはじめ、地域協育コー
ディネーターや関係機関の方々と連携・協力し合い
ながら教育の協働を進めていくことが大切である。

教育の協働を進めるためには、「協育」ネットワー
クを拡充していくことが必要であり、そのためには、
管理職をはじめ学校の職員が、日頃から保護者や地
域住民、関係機関の職員などより多くの方々と繋がっ
ていくことが大切であることを再確認できた。
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はじめに
1988（昭和63）年１月、生活体験学校（福岡県嘉

穂郡旧庄内町）は開設されました。それ以来、専ら
小学生を対象に通学合宿を実施してきた同校が、
2017（平成29）年から就学前の幼児を対象に野外に
おける生活体験活動支援に乗り出しました。飯塚市
内には保育園・保育所、こども園、幼稚園が合わせ
て40施設あります。それまで主たる対象者として幼
児を迎え入れたことのない生活体験学校が新たに取
り組んだ生活体験活動支援事業の報告です。取り組
み始めて５年、次第に幼児を対象にした野外におけ
る生活体験活動支援の重要性が見えてきましたし、
同時に困難点も見えてきました。課題は、年に１回
程度の単発の利用者が多くて年数を重ねても毎年初
めての利用者と変わらない様相がみられることです。
つまり、去年の利用の状況は次の年の利用者・職員
に伝達されないことが多いのです。しかしながら利
用者は増え続けており、令和２年度の利用者・幼児
は1300名を超えました。

支援活動の始まり
2017（平成29）年６月15日、飯塚市内の私立保育

園々長会議と私立幼稚園々長会議において、飯塚市
庄内生活体験学校（以下、生活体験学校と略記）が、
保育園・保育所・幼稚園・認定こども園（以下、園
と略記）の野外における生活体験活動支援を開始す
る旨の態度表明を行ったのが始まりでした。この取
り組みを行政と連携して進めるため、飯塚市教育委
員会生涯学習課々長補佐の同席をお願いしました。

活動を開始した背景
生活体験学校は、1989（平成元）年４月から小学

生を対象に６泊７日の通学合宿を始めました。開設
当時から平日昼間の利用が全くない状態が長年続い
ていました。平日昼間の利用可能性があるのは、園
にいる幼児だけです。幼児を対象に平日昼間の活用
を図る必要がありました。活動開始の背景の一つは、
生活体験学校運営上の必要でした。

背景の二つ目は、体験活動の効果です。生活体験
プログラムの対象者は年齢を下げていくことが体験
の効果をあげる活動の基本です。小学生を主体にし
た現状から対象者を中学生にまで広げるのではなく、
幼児を対象者に加えていくことが効果的です。そう
いう研究者の指摘もありますし、実践者の体験を通
した感触でも同様なことが分かっています。また、
通学合宿対象者の過去の全国調査では、小学５・６
年生が圧倒的に多く、３年生以下を対象にする事例
は少数です。低学年の指導が難しいために高学年対
象の通学合宿が多くなっているものと思われますが、
低学年の児童や就学前の幼児を対象にした指導法を
確立し、関係者が方法を習得すれば、事業対象者を
下に向けて広げて実施することはできます。

また、保育所保育指針第２章保育の内容、3.3歳児
以上児の保育に関するねらいおよび内容、（2）ねら
い及び内容の「ウ、環境」の「（ウ）内容の取り扱
い」では、｢②幼児期において自然のもつ意味は大き
く、自然の大きさ、美しさ、不思議さなどに直接触
れる体験を通して、子どもの心が安らぎ、豊かな感
情、好奇心、思考力、表現力の基礎が培われること
を踏まえ、子どもが自然との関わりを深めることが
できるよう工夫すること。｣ とありますが、園等だけ

幼児の野外における生活体験活動支援
― 社会教育施設の可能性・プログラムの発見と拡大 ―

正　平　辰　男＊　　原　　　和　也＊

＊飯塚市庄内生活体験学校
連絡先：〒820-0111　福岡県飯塚市有安958番地1　E-mail: taiken.sch@oks.or.jp

TEL：0948	-	82	-	3188
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活動で、生活体験学校に来た場合はどの園も行いま
す。

工夫した活動メニュー
◇石焼き芋作り

2017（平成29）年から始めた手
作りの釜でサツマイモを焼き、
幼児に大変人気のある活動で
す。「たくさんのイモを上手に
焼くのはむずかしい」という話
を聞いたのを契機に、ドラム缶
を改造して釜を作りました。

◇シイタケのコマ打ち

生活体験学校が長年取り組んできたドングリの播種（種
まき）・育苗・定植という一連の活動への部分参加です。
20年前から育ててきたクヌギを伐採しホダ木にして、こ
れにドリルで穴をあけシイタケ菌を打ち込む体験です。
ホダ木の穿孔は見学のみ、コマ打ちは幼児が木槌を使っ
て菌を打ち込みます。

◇ヤギ・ウサギ移動展示

軽トラックに積んで園まで運びます。最も多いのは、小
学校１年生の生活科の授業で観察するための依頼です。
エサは給食が自校式のところでは、野菜くずを貯めても
らい、餌としています。

◇里芋洗い体験

里芋収穫とセットで行う活動です。親芋から子芋を外
し、水を張ったバケツに入れてイモ洗い棒を回して皮を
むく作業です。３歳児ではリズムをつかむまで時間がか
かりますが、覚えれば十分な体験活動になっています。

▲石焼き芋釜

▲イモ洗い棒で里芋を洗う

で「子どもの生活が豊かになる」場や機会をつくっ
ていくことには多くの制約があります。そこで、「（3）
家庭及び地域社会との連携」に示された「子どもの
生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携し
て保育が展開されるよう配慮すること。その際、家
庭や地域の機関及び団体の協力を得て、地域の自然、
高齢者や異年齢の子ども等を含む人材、行事、施設
等の地域の資源を積極的に活用し、豊かな生活体験
をはじめ保育内容の充実が図れるように配慮するこ
と。」を具体的に進めること、とりわけ園等と地域の
関係施設等との連携によって子どもの生活を豊かに
していくことが求められています。1）

支援活動の類型
活動を類型ごとに分けてみますと、小学生対象の

活動として生活体験学校が蓄積してきた活動内容に
少し手を加えて幼児に提供する内容と、新たに幼児
向けの活動内容として準備し提供する内容に分けら
れます。前者の例としては、サツマイモ掘りがあり
ます。サツマイモの栽培は、生活体験学校において
長く続けてきた活動で、新しく始めた活動ではあり
ません。この他に、生活体験学校で長く続けてきた
活動として、玉ねぎ・ジャガイモ・里芋・落花生の
栽培があります。園の活動として一般的に多く取り
組まれているのは、サツマイモの栽培ですが、園に
よって様々な仕方で行われています。自園の敷地内
菜園での栽培あり、近隣の借地での栽培あり、栽培
をまるごと委託して収穫体験だけという具合です。
幼児向けの活動内容として、新たに準備する場合は、
保育士や幼稚園教諭（以下、保育者と記す）の要望
に応える形で工夫する場合や幼児の活動の様子観察
から発想する場合があります。

加えて、生活体験学校での長年の活動蓄積から発
想した活動で、一般に同様の呼び名で行われている
活動とは少し趣を異にした型の活動もあります。総
合的な体験活動支援としてお泊り保育が２事例あり
ます。ヤギ・ウサギの展示は、生活体験学校で行う
場合は主に餌やり体験です。エサやり体験は、他の
体験活動と組み合わせて行うことが多くなります。
例えば、サツマイモ掘りをしながら、芋づるや葉を
餌として与える活動というような組み合わせです。
この体験は、あらゆる体験活動と並行して行われる
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◇ピザ焼き

2008（平成20）年度に耐火煉瓦を購入して手作りした
ピザ窯で行います。燃料は薪を使い、火加減が難しい活
動です。幼児が実施する場合は、生地を成型し、トッピ
ングのみを行います。ピザ生地とソースは生活体験学校
の職員が準備し、トッピング（カット済み）は園の側で
用意します。

◇落ち葉プール

幼児向けに準備したメニューです。生活体験学校におい
て、落ち葉は畑に入れて野菜作りの効果をねらう程度の
必要しか感じていませんでした。隣接する公園のクヌギ
の葉を集めて園児に提供してみて初めて落ち葉が遊具に
なることを知りました。幼児が踏んで砕いた落ち葉は、
畑に投入して耕運機ですき込みます、落ち葉拾いは、体
験合宿に参加した小学生の楽しい作業課題になってい
て、喜んで参加しています。

◇竹まきパン作り

パン生地を油抜きした竹に巻き付けて焼きます。幼児は
粘土工作のように生地を伸ばし巻き付ける工程を体験し
ます。レンガでかまどを作って火を燃やします。火をか
ざして行うパン焼きが楽しい様子です。学年によっては
自分のパンを焼く工程も体験できます。

サツマイモが豊作だった
今年（2021年）は、北の菜園をサツマイモ栽培に

限定しました。４月30日に生活体験学校の職員がイ
モ苗800本を購入してきました。購入先は鹿児島県
指宿市開聞十町のまつざわ農園。苗は紅はるか（バ
イオ）でした。翌日の５月１日に、職員だけで840
本の苗を植えました。初めてのバイオ苗でした。５
月13日、愛宕幼稚園のイモ苗200本を職員で植えま
した。合わせて1040本の苗植えでした。これが第１
弾で、第２弾は二番苗550本でした。期日は６月２
日と５日の２日間。５月１日に植えた苗から伸びた
ツルを切って植えました。これだけ多くの苗を二番
苗で植えたのは初めてでした。鹿児島県から仕入れ
た苗も初めて、二番苗を植えたのも初めて、初めて
づくしでした。６月６日～８日の３日間は、二番苗
全部に散水しました。６月27日の保育者体験講座と
６月30日の２日間で、フェンス際に二番苗を植えた

のが苗植えの最後でした。７月初旬に入ると草丈が
グングン伸びて草刈りが大変でした。中旬に入ると
ツル返しを頻繁にしました。７月29日、そして８月
に入ると散水を頻繁にしました。水道代の支払い額
は去年の倍額になりました。お盆を過ぎると、水や
りとツル返しの連続でした。９月７日、一番苗を試
しに掘ってみたら結構な大きさに育っていました。
二番苗はサイズが小さくて、まだこれからという感
じでした。９月23日、終日ツル返しの作業をして、
24日、25日は２日続けて草刈りをしました。９月29
日、Ｃ列９番の畝を掘って60個のイモを収穫したの
が今年最初の芋掘りでした。10月３日、初めて生活
塾の子どもに芋掘りをさせました。以後、10月、11
月と芋掘りが続きましたが、最後は12月23日でした。
12月下旬の芋掘りというのは遅過ぎました。寒さの
せいで土中に腐ったままのイモがいくつも見られま
した。全体を通してみれば、収穫の量も質も十分で
した。園が取り組んだサツマイモ掘りは12回でした。

人気沸騰、石焼き芋作りとドラム缶を改造したイ
モ釜

石焼きイモ作りは、令和２年度に11回取り組まれ
ました。人気沸騰の感があります。石焼きイモ釜は
園に運び込んで園庭で焼く場合と園児が生活体験学
校にやってきて焼いたイモを会食する場合がありま
す。石焼きイモ釜を使った石焼きイモ作りは、早く
から生活体験学校で行われていた活動ではありませ
ん。一つの偶然から始まります。それは、倉庫に眠っ
ていた鋳物製の簡易かまどの発見でした。今ではホー
ムセンターにも売っていない鋳物でできた簡易かま
ど２基を使って小型の石焼きイモ釜を製作したのは、
平成29年１月８日でした。かまどの上部にあり合わ
せの大鍋をのせて、鍋底にホームセンターで買って
きた玉石（庭に敷く砂利）を並べて焼いたら大変美
味しかったという発見から始まります。面白がって
石焼きイモの試し焼きを続けるうちに、同年11月10
日に新しいドラム缶を加工して大型の石焼きイモ釜
２基を作りました。

最初に釜を使ってくれたのは愛宕幼稚園でした。
園庭にイモ釜を持ち込んで生活体験学校職員が出か
けて焼きました。大成功でした。この年、愛宕幼稚
園の他に２つの園が使ってくれました。次の年も３
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園が、その次の年も３園がイモ釜を使ってくれまし
た。３年間の試行で園児が石焼きイモ作りを喜んで
いることが分かりました。愛宕幼稚園は、職員の中
に野外炊飯の経験豊富な方がおられて、釜を借りて
自園の園庭で自分たちだけで石焼き芋ができます。

「どの園も芋掘りまでは取り組んでいても、掘った芋
を美味しく焼くことまではやれていない」というこ
とが一人の園長さんの話から分かりました。

そして、初めに書きましたように、令和２年度12
月にいたって、合わせて11回の石焼きイモ体験が取
り組まれたというわけです。これには、令和２年11
月18日に３基目のイモ釜を製作して、これを使用し
たことが貢献しています。

バスの配車予算の効果が大きかった
園が生活体験学校を利用したいという場合に、幼

児の輸送手段がネックになって実施できないことが
あります。送迎バスを持っている幼稚園などを除い
て、保育所の多くが幼児の輸送手段を持ちません。
この困難を解消するため、令和元年度飯塚市予算に
おいてバス代が措置され、その結果、４つの園がバ
スを７回利用して生活体験学校にやってきました。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染防止の影
響で予定通りにはいきませんでしたが、10園（13台）
のバス配車が実現しました。10園のうち３園は初め
ての生活体験学校利用でした。園児がバスを利用し
て、初めて生活体験学校にやってきたことは、引率
にあたった保育者の生活体験学校に対する認識を深
める大きなきっかけになりました。また、バス利用
が可能だったにも関わらず、新型コロナウイルス感
性防止のため、生活体験学校訪問を諦めた園が、出
前講座を申し込んで園庭での石焼きイモ作りを実施
するなど、バスの予算措置が園と生活体験学校を結

び付けた見えない効果もありました、令和３年度は、
園と生活体験学校の間がより一層近いものになるこ
とが期待されます。

令和３年度バス利用実績

日時 施設名（活動） 幼児 教員

	 6.24 庄内保育園
（ジャガイモ掘り） 39 ５

10.12 あさひ保育園
（サツマイモ掘り） 26 ５

11.	 9 明星保育園
（サツマイモ掘り） 32 ４

11.16 常葉保育園
（石焼き芋体験） 33 ７

11.19 飯塚東保育園
（サツマイモ掘り） 24 ４

11.22 常楽寺保育園
（石焼き芋体験） 23 ５

11.30 聖母幼稚園
（落花生収穫） 48 ４

12.	 7 菰田保育所
（サツマイモ掘り） 43 ５

12.	 9 平恒保育所
（サツマイモ掘り） 36 ６

12.21 庄内こども園
（落ち葉プール） 34 ４

注
１）	 2020.5.16 日本保育学会口頭発表「幼児の生活体験を育

む環境構成の考察」（相戸晴子・正平辰男）
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１．サツマイモ掘り（苗植え・観察を含めて）

日時 利用園

H29.	11.		 1 愛の光保育園　収穫体験

	 11.	15 愛宕幼稚園　収穫体験

H30.		 6.	21 愛宕幼稚園　苗植え体験

	 	 9.		 5 愛宕幼稚園　サツマイモ苗観察

	 11.	13 愛宕幼稚園　収穫体験

	 11.	20 愛の光保育園　収穫体験

R	 1.		 6.	12 愛宕幼稚園　苗植え体験

	 	 9.		 5 愛宕幼稚園　サツマイモ苗観察

	 11.	15 愛宕幼稚園　収穫体験

	 11.	27 愛の光保育園　収穫体験

	 12.		 3 平恒保育所　収穫体験

R	 2.	10.	13 あさひ保育園　収穫体験

	 10.	20 愛宕幼稚園　サツマイモ苗観察

	 10.	24 愛宕幼稚園親子活動　収穫体験

	 10.	28 おひさま　収穫体験

	 11.	10 明星保育園　収穫体験

	 11.	17 愛宕幼稚園　収穫体験

	 11.	23 保育者体験講座　収穫体験

	 12.		 2 平恒保育所　収穫体験

R	 3.		 5.	28 庄内こども園　菜園支援

	 	 6.	25 桜ヶ丘幼稚園　苗植え体験

	 	 6.	27 保育者体験講座　苗植え体験

	 	 7.		 3 庄内こども園　菜園支援

	 10.	10 保育者体験講座　収穫体験

	 10.	12 あさひ保育園　収穫体験

	 10.	19 おひさま　収穫体験

	 10.	22 飯塚保育園　収穫体験

	 10.	29 愛の光保育園　収穫体験

	 11.		 1 桜ヶ丘幼稚園　収穫体験

	 11.		 9 明星保育園　収穫体験

	 11.	18 愛宕幼稚園　収穫体験

	 11.	18 飯塚らいむ保育園　収穫体験

	 11.	19 飯塚東保育園　収穫体験

	 12.		 7 菰田保育所　収穫体験

	 12.		 9 平恒保育所　収穫体験

	 12.	17 アポロ　収穫体験

２．石焼き芋体験（釜の制作含む）

日時 利用園

H29.	 1.	 	 8 鋳物製の簡易かまどで釜２基制作

	 11.	10 ドラム缶を加工して釜２基制作

	 11.	21 愛宕幼稚園　出前講座

	 12.		 5 庄内こども園　出前講座

	 12.	15 筑穂保育園　出前講座

H30.	11.		 8 平恒保育所　出前講座

	 12.		 1 愛宕幼・親子活動　石焼き芋体験

	 12.		 4 ひまわり幼稚園　石焼き芋体験

R	 1.	11.	13 庄内保育園　出前講座

	 11.	18 ひまわり幼稚園　出前講座

	 11.	26 常葉保育園　石焼き芋体験

R	 2.	10.	28 おひさま　石焼き芋体験

	 11.		 9 ひばり保育園　出前講座

	 11.	11 聖母幼稚園　出前講座

	 11.	17 庄内保育園　出前講座

	 11.	23 保育者体験講座

	 11.	26 常葉保育園　石焼き芋体験

	 11.	27 常楽寺保育園　石焼き芋体験

	 12.		 1 明星保育園　出前講座

	 12.		 2 平恒保育所　石焼き芋体験

	 12.		 4 庄内こども園　出前講座

	 12.		 9 菰田保育所　出前講座

R	 3.	11.		 2 あさひ保育園　出前講座

	 11.		 8 ひばり保育園　出前講座

	 11.	11 庄内保育園　出前講座

	 11.	16 常葉保育園　石焼き芋体験

	 11.	22 常楽寺保育園　石焼き芋体験

	 11.	25 聖母幼稚園　出前講座

	 12.		 2 飯塚らいむ保育園　出前講座

	 12.		 3 明星保育園　出前講座

	 12.	10 さんない幼稚園　出前講座

	 12.	14 庄内こども園

	 12.	19 保育者体験講座

	 12.	20 桜ヶ丘幼稚園　出前講座

	 12.	23 菰田保育所　出前講座

【プログラムの発見と拡大・園ごとの活動展開例】
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３．ジャガイモ掘り

日時 利用園

H30.		 5.	25 愛の光保育園

R	 1.		 5.	28 庄内保育園

	 	 6.	12 愛宕幼稚園

	 	 7.	4 庄内こども園

R	 2.		 6.	23 庄内保育園

R	 3.		 6.	22 おひさま

	 	 6.	24 庄内保育園

	 	 6.	27 保育者体験講座

	 	 9.	13 飯塚東保育園　出前講座（植付）

	 	 9.	21 飯塚東保育園　菜園支援

４．玉ねぎ収穫（苗植え含む）

日時 利用園

H30.		 5.	21 庄内保育園　収穫体験

	 	 5.	22 愛宕幼稚園　収穫体験

	 	 5.	25 愛の光保育園　収穫体験

	 11.	27 愛宕幼稚園　苗植え体験

	 12.		 1 愛宕幼・親子活動　苗植え体験

R	 1.		 5.	24 愛宕幼稚園　収穫体験

	 	 5.	27 ひまわり幼稚園　収穫体験

	 	 5.	30 愛の光保育園　収穫体験

R	 2.		 6.		 5 愛宕幼稚園　収穫体験

	 11.	26 常葉保育園　苗植え体験

R	 3.		 4.	22 おひさま　収穫体験

	 	 5.		 6 おひさま　収穫体験

	 11.		 9 飯塚東保育園　苗植え準備支援

R	 4.		 1.		 6 飯塚東保育園　出前（苗植え）

	 	 1.		 6 飯塚らいむ保育園　出前（苗植え）

５．落花生掘り

日時 利用園

H30.	11.		 3 愛宕幼稚園親子活動

	 11.	20 愛の光保育園

R	 1.	10.	23 聖母幼稚園

	 10.	29 庄内こども園

R	 2.	10.	27 聖母幼稚園

	 10.	28 おひさま

R	 3.	10.	10 保育者体験講座

	 11.	30 聖母幼稚園

６．里芋の皮むき（イモ洗い棒を使って）

日時 利用園

R	 1.	10.	16 イモ洗い棒４本完成

	 10.	18 庄内こども園　※初めて実施

	 11.	18 ひまわり幼稚園

	 11.	26 常葉保育園

R	 2.	10.	24 愛宕幼稚園親子活動

	 11.	17 愛宕幼稚園

R	 3.	10.	10 保育者体験講座

	 10.	22 飯塚保育園

	 11.	11 飯塚東保育園

７．シイタケのコマ打ち

日時 利用園

H30.		 2.	15 愛宕幼稚園

	 	 2.	23 愛の光保育園

H31.		 2.		 5 愛宕幼稚園

	 	 2.	27 愛の光保育園

	 	 3.		 5 庄内保育園

R	 2.		 2.	20 愛の光保育園

	 	 2.	20 庄内保育園

R	 3.		 3.		 9 聖母幼稚園

８．ピザ焼き体験

日時 利用園

H29.	10.	22 ピザ焼き体験会

H30.	11.		 3 愛宕幼稚園親子活動

R	 1.	11.		 2 愛宕幼稚園親子活動

R	 2.		 2.	12 庄内保育園

	 11.	20 ひばり保育園

R	 3.	12.	17 ひばり保育園

９．落ち葉プール

日時 利用園

H30.		 2.	23 愛宕幼稚園親子活動

H31.		 2.	20 ひまわり幼稚園

R	 1.	10.	29 庄内こども園

	 10.	29 いぎすれんげ幼稚園

	 11.	15 愛宕幼稚園

	 11.	26 常葉保育園
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日時 利用園

R	 2.	10.	24 愛宕幼稚園親子活動

	 11.	10 明星保育園

	 11.	20 ひばり保育園

	 11.	26 常葉保育園

	 11.	27 常楽寺保育園

R	 3.		 6.	21 アポロ

	 10.	22 飯塚保育園

	 11.		 9 明星保育園

	 12.		 7 菰田保育所

	 12.		 9 平恒保育所

	 12.	19 保育者体験講座

	 12.	21 庄内こども園

10．ヤギ・ウサギの移動展示

日時 利用園

H29.		 9.	14 庄内こども園

	 12.	22 筑穂保育所

H30.	11.		 8 平恒保育所

	 11.	21 庄内こども園

H31.		 3.		 5 庄内保育園

R	 1.		 8.		 5 常葉保育園

R	 3.	11.	29 飯塚東保育園

11．竹まきパン作り

日時 利用園

H31.		 2.	23 愛宕幼稚園親子活動

▲落ち葉プールで遊ぶ園児

12．お泊り保育

日時 利用園

H30.		 7.	19 ひまわり幼稚園

R	 1.		 7.	26 聖母幼稚園

【園ごとの活動展開例】

１．愛宕幼稚園（規模の大きな園の芋掘り）

	 	 日　　時：令和２年11月17日
	 	 利用人数：園児82名、引率８名
	 	 移動手段：自園バス利用
	 	 【タイムスケジュール】（職員６名）
	 	

	 	 【活動のポイント】
	 	 〇	人数が多いので、クラスごとに３つの領

域に分かれて活動を行います。
	 	 〇	スコップは使わずに、軍手をして１人２

本掘ります。職員が予めツル切りと掘り
やすいように土をほぐしました。

２．あさひ保育園（規模の小さい園の芋掘り）

	 	 日　　時：令和２年10月13日
	 	 利用人数：園児24名、引率４名
	 	 移動手段：配車バス利用
	 	 【タイムスケジュール】（職員６名）
	 	

	 	 【活動のポイント】
	 	 〇	人数が20名程度なので、活動時間に余裕

ができれば、前準備不要な活動を入れる
ことができます。

	 	 〇	ベランダでの食事で身体的距離を取ります。

10：30 生活体験学校到着
10：40 朝のあいさつ・説明

活動
　①サツマイモ収穫
　②動物ふれあい
　③里芋のイモ洗い体験

11：40 帰りのあいさつ
11：50 出発

10：00 生活体験学校到着
10：10 朝のあいさつ・説明

活動①　サツマイモ収穫
活動②　落花生収穫

11：30 活動③　昼食（お弁当）
12：00 出発
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３．聖母幼稚園（落花生収穫）

	 	 日　　時：令和２年10月27日
	 	 利用人数：園児55名、引率７名
	 	 移動手段：自園バス利用
	 	 【タイムスケジュール】
	 	 （先発）
	 	

	 	（後発）
	 	

	 	 【活動のポイント】
	 	 〇	送迎バスの関係で、時間配分に工夫が必

要でした。動物ふれあいで時間を調整し、
同じ体験活動をできるようにしました。

４．常楽寺保育園�
　　（石焼き芋・落ち葉プール・ドングリ拾い）

	 	 日　　時：令和２年11月27日
	 	 利用人数：園児22名、引率３名
	 	 移動手段：配車バスを利用
	 	 【タイムスケジュール】
	 	

	 	 【活動のポイント】
	 	 〇	園児の動きがスムーズに流れるように配

慮しました。
	 	 〇	初めてドングリ拾いの活動を行い、色々

な形や大きさのドングリを拾うことが楽
しい様子でした。

11：00 生活体験学校到着
活動①　落花生収穫
活動②　動物ふれあい

12：00 昼食
12：50 出発

11：20 生活体験学校到着
活動①　落花生収穫
活動②　動物ふれあい

12：20 昼食
13：10 出発

10：15 生活体験学校到着
10：20 朝のあいさつ・説明

活動①　石焼き芋釜の見学・説明
活動②　動物のエサやり
活動③　落ち葉プール
活動④　ドングリ拾い

12：00 昼食（石焼き芋実食）
12：30 出発

５．常葉保育園（石焼き芋体験）

	 	 日　　時：令和２年11月26日
	 	 利用人数：園児36名、引率６名
	 	 移動手段：配車バスを利用
	 	 【タイムスケジュール】
	 	

	 	 【活動のポイント】
	 	 〇	令和元年度に初めて利用し、今回が２回

目の利用だったので、多くの活動ができ
ました。短時間でできることを集約し、
活動を行いました。

	 	 〇	グループを作り、活動場所ごとに職員を
配置し、全体を見る職員の指示で活動を
行うようにしました。

	 	 〇	前日さつま芋を搬入することで、スムー
ズに石焼き芋ができました。

10：00 生活体験学校到着
10：10 朝のあいさつ・説明

活動
　①石焼き芋釜の見学と説明
　②動物のエサやり
　③落ち葉プール
　④赤タマネギの苗植え
　⑤石焼き芋の実食

11：30 昼食
12：00 出発
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【活動ごとの留意点】
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本書は、著者自身の子どもであるＵくんの、生後
２年目までの（Ⅰ巻では生後１歳10ヶ月までの）「日
誌的な観察データ」を元にした、〈私〉の誕生の奇跡
／軌跡が描かれた一冊である。ただ観察記録のみが
記されているわけではない。先行研究との対話から
本書独自の問いや分析の視点が丁寧に整理された上
で、それを凌駕するほどの膨大かつ説得力のある観
察記録（400字原稿用紙6105枚）から抽出されたエ
ピソードが、躍動感をもって綴られているのである。

奇しくも私自身はＵくんと同い年であり、さらに
は現在乳幼児の子育て真最中ということもあってか、
300ページを超えるボリュームがあるにも関わらず、
親近感を持ちながら一気に読了することができた。
Ｕくんの生きる姿に笑みがこぼれることもしばしば
あり、Ｕくんの豊かで確かな育ちに勝手に伴走させ
てもらえた清々しい気分である。我が子の育ちへの
自身の関わりやまなざしを省察する貴重な機会にも
なった。

ところで、本書を本学会誌の図書紹介で取り上げ
たのには一つの意図がある。それは、「どのように現
象を記述するか」という建設的議論の喚起である。

実践者も研究者も「子どもの生活体験」という現象
に向き合うわけであるが、本書のアプローチは“生
活体験の本質を損なわない形での掬い取り方”の優
れた一例として大きな価値があると考える。本書の
紹介を通して、私たちが生活体験を綴る際のヒント
になればと期待している。

さて、本書の章立ては以下の通りである。

序　章　「自分」とは何か
第１章　生後１年目、「身ぶりからことばへ」
第２章　ことばの世界へ
	 	 	 	（１歳０ヶ月０日～１歳２ヶ月30日）
第３章　人称的世界へ
	 	 	 	（１歳３ヶ月０日～１歳５ヶ月30日）
第４章　	人称的世界の開花Ⅰ：「自分の名前」と自己

意識
	 	 	 	（１歳６ヶ月０日～１歳８ヶ月30日）
第５章　人称的世界の開花Ⅱ：広がる内界と外界
	 	 	 	（１歳６ヶ月０日～１歳８ヶ月30日）
第６章　新たな「自己」の出現
	 	 	 	（１歳９ヶ月０日～１歳10ヶ月30日）
	 （＊以降はⅡ巻に続く）

以下に、著者の言葉を借りながら、概要を示して
いきたい。

まず序章は、「『私』とはいったい何だろうか？」
という問いかけからスタートし、「私」という一人称
の不確かさや、「呼びかけ」と「名指し」の違いが論
じられるなど、本書を読み進める上での土台が固め
られる。その過程では、「子どもの目から見ると、自
分の名前はどのような意味を持っているのだろう
か」、「自分の名前を口にするようになるときいった
い何が生じているのか」、「子どもは『自分』の名前
を、何の名前として受け入れるのだろうか」等といっ
たように、本書のテーマが多様な問いの形で散りば
められている。子どもが自分の名前を受け入れ、自
分から発するようになる過程の不可思議さ・凄さを、

「『ポチ』と呼ばれていた犬が、自分で『ポチ』とい
う声を出し始める」という例えで巧みに表現してお
り、そのような論述の積み重ねの中で、読み手はい
つしか本書の関心事に自然と誘われていく。

第１章は、本書の最大の特徴とも言える「日誌観

『〈私〉の誕生 生後２年目の奇跡Ⅰ 
― 自分を指差す、自分の名前を言う ― 』

著者　麻生 武
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察法」の解説から始まる。その背景に「生活世界を
とらえようとする視点」や「関係論的な視点」があ
ることも確認された。日誌観察法と聞くと、子ども
の発達を日誌的観察によって理論化したピアジェが
連想されるが、本書では、ピアジェに欠けていた「子
どもの社会性の発達やコミュニケーションの発達」
も含め、子どもの育ちを丸ごと捉えようとしている
点が非常に興味深い。そして、第２章以降の「生後
２年目の探求の準備」として、著者の過去の知見を
元に、生後１年目の特徴である「①子どもが『他者』
とともにそれを知覚し認識する、『共同化された対象
世界』が出現すること」、「②『自己』と『他者』と
を同型的なものとして組織化する新しい身体図式が
誕生すること」、「③子どもの中に『他者』のように
有能たろうとする欲望が生まれること」を、Ｕくん
のエピソードを用いながら臨場感をもって提示して
いる。もちろんこれら３つの特徴は「準備」段階で
あり、生後２年目においてこれらが拡大されていく
ことになるわけだが、「生後１年目の終わりに基本的
に新しい『自己』が生まれている」のである。

第２章では、「『ことば』がコミュニケーションや
思考の媒介物として誕生してくる様子をリアルに描
き出すこと」を目的に、１歳０ヶ月０日から１歳２ヶ
月30日までの時期の多様なエピソードを元に論が展
開されている。従来の言語研究や発達研究では、子
どもが親をどのように理解しているか等を捨象して
きた点を課題に挙げ、親という存在が「子どもにとっ
て実に複雑な多面的な存在」であるかを、１歳０ヶ
月代のＵくんと父親（著者自身）のエピソードから
多様に描き出した（母親と話題にする対象としての
父親、意図を確認する相手としての父親等）。個人的
には、その中でも「一緒のことをして楽しめる遊び
相手としての父親」に関するエピソードに注目した
い。「Ｆ（父親）がブロックの穴に指を突っ込み笑う
と、Ｕもすぐにまねをして喜び、ＦがやめるとＦの
手を引いて、再度ブロックの穴に指を突っ込ませて、
自分もそれをしては喜んだというエピソード」であ
る。この行動は「大人の手をまるで便利な道具であ
るように扱う」という意味で「クレーン」現象では
あるが、著者は、Ｕが「同じことをするというゲー
ムに誘っている点がいわゆる『クレーン』とは異なっ
ている」点に着目し、「Ｕのイメージを保持する力が

育ってきている」という発達を捉えることに成功し
ている。子どもの育ちをトップダウン的に同定する
のではなく、現象に寄り添いながら丁寧な記述の中
でボトムアップ的に子どもの生活世界を捉えること
で、その子の育ちを確かに描いているのである。そ
してそのようにして得られた数々の知見を重ね合わ
せ、Ｕくんにとっての父親が、母親とともに話題に
できる「共同化された対象」になっていることや、
父親の禁止をＵくんが内面化するようになっている
こと、さらには父親の存在が「近接過去」や「近接
未来」を含んで広がっていること等を導き出してい
る。また、１歳１ヶ月代に見られ始める「投機的振
る舞い」と「グラウンディング」の掛け合いも興味
深い。そして１歳２ヶ月代には、ぬいぐるみの仕草
を模倣するようになる等、Ｕくんの身体がことばと
して機能し始める。このようにして、Ｕくんはこと
ばの世界へと突入していくのである。

第３章では、１歳３ヶ月０日から１歳５ヶ月30日
までの時期に「Ｕくんが人称的世界に足を踏み入れ
ていく様子」が描かれている。1歳３ヶ月代から１歳
４ヶ月代にかけてＵくんは、父親や母親に対する人
称詞である「トータン」や「タータン」という語を
獲得し（Ⅰ：ジャルゴン的呼びかけ期→Ⅱ：呼びか
け声の減少期→Ⅲ：積極的な教育介入期→Ⅳ：“呼び
名”と“（同定的）名指し名”の統合期）、１歳５ヶ
月代には「デューチャン」という「自分の名前」と
いうことばを獲得していく。その獲得プロセスの背
景には、他者への共感や絵本の主人公の状況理解、
他者の姿勢や身体運動を模倣する意識の高まりが見
受けられる。また、１歳４ヶ月10日に従兄弟のノリ
くん（１歳８ヶ月）がＵくんの背後から抱きつくと
いう出来事があった６日後、Ｕくんは友達のマナブ
くん（１歳２ヶ月）の背後から抱きついている。こ
のような「『受動体験（されたこと）』を『能動体験

（すること）』に変換すること」ができるようになっ
てくると、「デューチャン」という人称詞を主体的に
用いることができるようにもなっていく。以上のよ
うに、発達プロセスの背景にあるＵくんの微細かつ
着実な変化を、エピソードを通して顕在化させてい
るのである。

第４章と第５章は、ともに１歳６ヶ月０日から１
歳８ヶ月30日までの期間を扱うものの、第４章は
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「『自分の名前』と自己意識」に焦点を当て、第５章
は「広がる内界と外界」に焦点を当てて論じられて
いる。まず第４章では、自称詞に関する先行研究の
批判的検討を経て、本書独自の分析カテゴリーを導
入した上で、「自称語の用い方」の変化を追ってい
る。その際、自称詞の入った発話数の爆発的増加（１
歳５ヶ月：11発話、１歳６ヶ月：68発話、１歳７ヶ
月：100発話）という量的な変化のみならず、その
過程で、「『自分が（も）それをするのだ』という遂
行プラン（意思）を宣言していると解釈」できるプ
ラン宣言や、「他者からそれは自分の物だと主張し取
り上げようとする発話行為」である所有主張といっ
た発話が現れるという質的な変化も捉えている。だ
からこそ、「プラン宣言」や「所有主張」が急増した
１歳８ヶ月には、Ｕくんが「自己を行為主体として
意識」し、「“自分（Ｕちゃん）なるもの”を、自称
詞を媒介にして、空間的にも時間的にも能動的に延
長し始めている」という深い考察に辿り着けるので
あろう。また、「鏡の自己像」理解についても、先行
研究を紐解いた上で、Ｕくんの日誌データから様々
な水準での理解の様相を描き出している。ここで着
目したいのは、その発達の様相もさることながら、
そこで生起する現象に対しての著者の真摯な向き合
い方についてである。例えば、鏡の前での「Ｕちゃ
んはどこ？」という問いに対し、実物あるいは鏡像
の自己を指すという正反応を見せたとしても、「自分
の鏡像を『自分』だと分かっての反応だと早とちり
してはならない」と意識的に踏み留まる。それは、

「この時期のＵくんにとって、『Ｕちゃん』なること
ばはある種の物体の名称に近いものだと考えられる
から」であり、「Ｕが『Ｕちゃん』ということばをど
のような意味で理解していくのか、その用い方を考
慮して総合的に吟味していく必要がある」と述べて
いるのである。同様に、その現象の真の意味を多角
的・多層的に検討する箇所は本書に何度も登場する。
目の前の現象をただ恣意的に解釈するのではなく、
その現象を多角的・多層的に観ることで、その現象
の意味を適切に捉えようとする“真摯な観察眼”が
根底にあるからであろう。生活体験という現象と向
き合おうとする我々にとって、著者の現象に向き合
う姿勢から学ぶことは大いにあると考える。

第５章では、「自称詞という道具を獲得したＵが、

どのような内的な世界や関係世界を切り開いていっ
たのか」が詳らかにされていく。自称詞を使いこな
す中で、「共同想起」や「役割交替」、「延滞模倣」の
力が伸びてくるとともに、エピソード記憶の萌芽に
ともなって、「延長された自己」が形づくられ、「自
己意識」も高まっていくのである。また、人形を「自
己を代理するもの」あるいは「Ｕのライバルとして」
機能させるようになり、親に対しても、駆け引きを
したり自分の主張を伝えたりと、「ある種対等なコ
ミュニケーションの相手になりつつある」様子が描
かれていた。まさに、「新たな『自己』なるものが、
内側から卵の殻を嘴でつつきつつある」ステージへ
と突入したのである。

最後の第６章では、１歳９ヶ月０日から１歳10ヶ
月30日の時期において、自称詞の用い方に「構造的
な相違」が生まれてきたことに言及するとともに、

「動詞の種類が急増」し、「自称詞に動詞が接続して
用いられるようになった」ことで、「行為主体たる

『デューチャン』が本格的に一人称として機能し始め
てきている」ことを示している。また、「人形の自称
詞として『ボク』」を多様な意味で使いこなすエピ
ソードに寄り添いながら、「人形を主体として操るこ
とができ、もはや自分は赤ちゃんではないと感じる、
親と同じようなことをしようとする新たな『自己（自
我）』が生まれてきた」ことが述べられている。その

「新たな『自己』」がどのような形で姿を現していく
のかといった期待感を帯びながら、以降はⅡ巻へと
続くこととなる。

読了した私の心に生まれたのは、“私はこれほどま
でに多様かつ探求的な「問い」を持ち、多角的・多
層的に「観て」、その現象を丁寧に「記述」（素描）
し続けることができているだろうか”、さらには“そ
こに生起する現象を恣意的に捉えるのではなく、そ
の現象と真摯に向き合い、本質を損なわない形で適
切に「掴む」ことができているだろうか”という省
察である。生活体験へのアプローチは様々に開かれ
ているが、実践を重視する本学会においては、本書
のアプローチから学ぶ点が大いにあるのではないだ
ろうか。そして、「現象を記述すること」の意義や具
体的な手法などを、実践者も研究者も一緒になって
建設的議論を重ねることができれば、本学会での方
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法論の更なる習熟にも繋がっていくと考える。改め
て私自身も、実践と研究との往還の中で、目の前で
生起する現象を“問う”“観る”“記述する”“掴む”
といった営みの深化を目指し、子どもの生活体験の

面白さ・不可思議さ・奥深さにアプローチし続けた
いと考えている。

［東京大学出版会、2020年、4,800円（税別）］
（北九州市立大学　山下智也）
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本書は、特定非営利活動法人子ども NPO センター
福岡（以下、子ども NPO センター福岡）子ども白
書2021編纂委員会（以下、編纂委員会）の編集によ
り、2011年より３年おきに発行してきた「ふくおか
子ども白書」の４冊目、2021年に発行された「ふく
おか子ども白書2021 ― 子どもの声が社会を変える
― 」（以下、子ども白書2021）である。それまでの
３冊のテーマは、2011年「子どもをめぐる状況・活
動・課題」、2014年「子どもに生きる喜びと希望を
育む絆づくり」、2018年「『子どもにやさしいまち』
を目指して」であり、４冊すべてにおいて権利主体
である子どもを前提に、時代や社会の動向にみる子
どものリアルをとらえている経緯がある。

その流れの中で発行された本書「子ども白書2021」
は、さらに特筆すべき内容が加わっている。それは、
2020年２月頃から突然始まった世界的な新型コロナ
感染拡大という状況において、いち早く子どもの目
線からコロナ禍をとらえる調査や研究に取り組み、
その内容を盛り込んでいるところである。執筆者は、

59人に及んでおり、３つの特集と９つの章から構成
されている。

本学会の学会誌でこの「子ども白書2021」を取り
上げようと思ったのは、コロナ禍が地域における子
どもの活動にもたらしている影響、社会的養護の子
どもたちにもたらしている影響などについて子ども
の生の声を集め現状をとらえようとするなど、多面
的に子どものコロナ禍の生活状況をとらえ分析を試
みていることから、コロナ禍も含めた子どもの生活
体験学習を考えていくうえで、多くのヒントが得ら
れるのではないかと考えたからである。

ここで、まずこの本を発行している「子ども NPO

センター福岡」について紹介する。この NPO 法人
は、2004年に「市民の〈つながり〉と〈協働〉でめ
ざす『子どもにやさしいまち』の実現」をミッショ
ンに設立され、４つの事業、①子どもにやさしいま
ちづくりひろば、②子どもと NPO の調査・研究・子
ども白書づくり、③子どもサポート事業、④ NPO サ
ポート事業、に取り組む NPO 法人である。役員に
は、それぞれ子どもや子育てなどの活動団体に関わ
る市民活動家、弁護士、研究者、地域活動実践者、
マスコミ関係者によって構成されており、子どもや
子育ての実践とその実践研究のシンクタンク的な役
割を担っている団体と見ることができる。

そのような NPO 法人が作成した「子ども白書
2021」の「もくじ」は以下の通りである。

はじめに
特集Ⅰ　新型コロナと子ども
特集Ⅱ　子どもの声が問いかけるもの
	 	 	 	 	子どもの権利と QOL、及びコロナウイル

スに関する実態調査から
特集Ⅲ　子ども最前線
	 	 	 	 	子どもアドボカシーシステムの実現に向

けて
第１章　子どもと福祉
第２章　子どもと家庭
第３章　子どもと学校・子どもと教育
第４章　子どもと医療
第５章　子どものメディア環境と健康（からだ）
第６章　子どもと地域
第７章　子どもと環境

『ふくおか子ども白書2021 
― 子どもの声が社会を変える ― 』

編集　ふくおか子ども白書2021編纂委員会	
発行　特定非営利活動法人　　　　　　　	

子ども NPO センター福岡 　
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第８章　子どもと文化
第９章　子どもと権利保障

具体的内容「特集Ⅰ　新型コロナと子ども」は、
４つの原稿で構成されている。まず１つめの内容で
は、「コロナ禍の子どもの市民活動と今後に向けた調
査」というタイトルで、福岡県内で子どもに関わる
市民活動をしている34団体を対象に「団体からみた
コロナ禍が子どもにもたらした影響、団体がコロナ
禍で行った行動、団体がコロナ禍で行えなかった行
動、連携・協働すればできるかもしれないアイデア」
を聞き取り、子どもの権利からみたコロナ禍の影響
という視点からまとめられている。

２つめと３つめの内容「社会的養護の子どもたち
が経験したコロナ禍」と「コロナ禍は、社会的養護
の当事者ユースにどう影響を与えたか～ IFCA『PROJ-

ECT C』よる生活への影響調査から～」では、社会
的養護の当事者または経験した若者、また施設や里
親関係者を対象に調査を実施し、コロナ禍がもたら
した子どもへの影響を浮かび上がらせながら、必要
な支援の提言、また NPO 法人自ら立ち上げたプロ
ジェクトについての内容がまとめられている。

４つめの内容「子ども座談会『聴かせて　きみの
キモチ』」では、小学５年生から中学２年生までの６
人の子どもたちと特定非営利活動法人チャイルドラ
イン「もしもしキモチ」代表理事による座談会の記
録がまとめられており、それは、子どもたちのコロ
ナ禍の学校や家庭に対する不満や悲しみ、また疑問
や要望などが率直に語られている「子どもの声」の
貴重な資料といえる。

続いて、「特集Ⅱ　子どもの声が問いかけるもの　
子どもの権利と QOL、及びコロナウイルスに関する
実態調査から」では、大きく３つの内容についての
調査結果がまとめられている。１つめは、「『子ども
の権利』に関する認識や実現度」、２つめは、「子ど
もの QOL（ここでの調査項目は、先行研究を参考に
して「身体的健康、精神的健康、自尊感情、家族、
友だち、学校生活」について）の実態」、３つめは、

「コロナ禍における子どもの生活について（ここで
は、「困っていること、不安なこと、良かったこと」）」
であり、いずれも「子どもの声」の状況分析を中心
に調査結果がまとめられている。

次に、「特集Ⅲ　子ども最前線　子どもアドボカ
シーシステムの実現に向けて」では、福岡市で子ど
も NPO センター福岡が取り組んできた「子どもア
ドボカシー事業」の蓄積を財産に、福岡市との連携
による「子どもアドボカシーセンター」の実現に向
けた取り組み経緯がまとめられている。内容では、
子どもアドボカシーを「めぐる情勢、理念と枠組み」
を踏まえ、「人材養成、システム研究等、子ども NPO

センター福岡の実践」とともに、「課題」への問題提
起がなされている。

最後は、子どものよりよい育ちを目指した環境、
テーマ、生活状況等について９つの章「福祉、家庭、
学校・教育、医療、メディア環境と健康（からだ）、
地域、環境、文化、権利保障」の視点からまとめら
れている。そこでは、各章がさらに６本から10本（コ
ラムを含め）の小論で構成され、単なる現状分析や
課題の指摘に留まらず、具体的活動実践やこれから
の方策、さらに社会への世論形成や国への制度改善
の提言にまで至った内容となっている。

思えば中世まで「大人の所有物」とみなされてき
た子ども観は、ルソーの「子どもの発見」やアリエ
スの「子どもの誕生」を経て、現在、「権利主体とし
ての子ども」（谷田貝、2018）という子ども観に到
達している。本書は、どの特集どの章においてもこ
れら「権利主体としての子ども」を前提に、理論と
実践がまとめられている。

では本書から本学会では何を受け取り、生活体験
学習の研究や実践を進めていくべきか。子どもの発
達段階や人の生活文化からの理論や実践を与えたり
修得させたりするという発想だけではなく、現在〈い
ま〉を生きる子どもの声や姿から権利主体としての
子どもであることを尊重していくことによって、子
どもとの信頼関係が育まれ、そこから、子どもの意
欲が芽生え、子どもの自らが生活体験学習活動を

「やってみたい」という気持ちが生まれ、豊かな生活
体験学習活動のはじめの一歩を踏み出すことが出来
るのではないかと考えた。

最後に読み終えた感想は、急激に変化する時代や
現在の状況下における子どもの育ちを踏まえつつ、
軸足は本書のテーマにある「子どもの声」であり、
それをもとに「研究と実践に取り組み」「社会を変え
る」ことが見通せる内容であり、まさにテーマ名「子
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どもの声が社会を変える」が体現出来る本だと言え
る。ぜひ多くの人に読んで欲しいと切に願う。

［特定非営利活動法人子ども NPO センター福岡、
2021年、書籍2,000円（税込）、電子版1,000円（税込）］

（九州女子短期大学　宮嶋晴子）
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日本生活体験学習学会
事務局報告
2021年度

Ⅰ　理事会会議日程
第１回理事会	 2020年12月20日
　　　　　　	 オンライン会議
第２回理事会	 2021年２月28日
　　　　　　	 オンライン会議
第３回理事会	 2021年５月30日
　　　　　　	 オンライン会議
第４回理事会	 2021年６月20日
　　　　　　	 オンライン会議
第５回理事会	 2021年８月８日
　　　　　　	 オンライン会議

Ⅱ　会員実数
全73名（2021年７月31日現在）
	 個人会員　69名　　法人会員　２名
	 名誉会員　２名

Ⅲ　これまでの活動
	 ○第22回研究大会の開催

	 参集方式では実施せず、自由研究発表は紙面で
の発表をもって、学会発表と認定した。

	 ○学会誌第21号の発刊
	 2021年７月30日　発刊

	 ○地方セミナーの開催
	 2021年度は、学会との共催事業（地方セミナー）
は実施しなかった。

	 ○事務局だよりの発行
	 2020年10月20日　第33号　発行
	 2021年４月１日　第34号　発行

	 ○研究会の開催
	 本年度は、学会プロジェクト研究として「コロ
ナ禍での生活体験学習」をテーマに設定した。

Ⅳ　総会 ･理事会での決定事項
� ⑴　第22回総会における決定事項

総会は資料送付によって行われた。

事務局より2020年度の学会会務報告ならびに決算
報告が示された。次いで、会計監査の小方信二会員、
桑原広治会員からの監査報告が示され、了承された。
また、2020年度の学会活動報告として、（1） 学会と
の共催事業（地方セミナー）について、（2） プロジェ
クト研究について、（3） 学会誌の発刊について、（4） 

研究大会の開催について、各担当理事より報告され
た。

日本生活体験学習学会会則第８条に基づく、学会
名誉会員について本年度は該当者なしとなった。

加えて、学会長より、学会表彰者の審議結果につ
いて報告され、以下の２名の会員を表彰することが
提案された。

	 小方　信二　会員ならびに赤間福祉会
	 時田　純子　会員ならびに如水福祉会
その後、事務局より、学会年報・学会誌編集規定

の改正について及び2021年度予算について提案され
た。

報告事項では、2021年度学会活動について、（1） 

学会との共催事業（地方セミナー）について、（2） 

プロジェクト研究について、（3） 学会誌の発刊につ
いて、各担当理事より報告された。

最後に、事務局より、次回研究大会は、９月に引
き続き佐賀県での開催を予定していることが報告さ
れた。ただし、現時点では、2021年に新型コロナ
ウィルス感染がどの程度収束するかは見通しが立っ
ておらず、開催の形態等については、あらためて理
事会等で審議を行ったうえで、会員に周知する。

以上の議題について総会資料を会員に送付し、期
日までに異議申し立てはなかったため、提案の通り
承認されたことを理事会にて確認した。

� ⑵　第１回理事会での決定事項
第１回理事会は、以下の８点が協議ならびに確認

された。
①	退会希望者１名の申出があり、異議なく承認さ

れた。
②	総会議案の送付・承認について、総会は参集方

式で行われなかったため、総会資料を会員に送
付し、期日までに異議申し立てはなかったこと
が報告され、総会議案が提案の通り承認された。

③	2021年度活動方針として、年間スケジュールな
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らびに各部会の本年度の活動方針・計画につい
て確認された。

④	日本生活体験学習会役員選挙規定に基づき、
2022-2023年度理事選挙の進め方について提案さ
れ、選挙管理委員として大分県の会員からの推
薦について事務局に一任された。後日、理事か
ら菅原理事、理事外から牧野会員、鈴木会員の
３名が推薦され、異議なく承認された。

⑤	学会誌第21号の発刊について、事務局より論文
１本のエントリーがあったことが報告された。
すべて期日内に所定の手続きを経ていたため、
１本のエントリーが異議なく了承された。エン
トリー数が少ないため、依頼論文による特集と
いう方向で紀要編集委員会において引き続き検
討を行うこととなった。

⑥	プロジェクト研究テーマについて、プロジェク
ト研究部会からは新型コロナを取り上げたいと
の提案ならびに協議がなされ、引き続きプロジェ
クト研究部会において検討を行うこととなった。

⑦	第23回研究大会の進捗状況が報告され、日程は
９月５日に実施されることになり、実施形態に
ついては引き続き事務局と現地実行委員会を中
心に検討を行うことが確認された。

⑧	事務局業務の見直しについて事務局から説明が
あり、「事務局業務が増え業務負担が年間を通じ
て過重なものとなっている」こと、「現事務局体
制がやむを得ない理由等により変更を余儀なく
された場合に学会運営自体に支障が及ぶ」こと
について協議を行っていくこととなった。

� ⑶　第２回理事会での決定事項
第２回理事会では、以下の６点が協議ならびに確

認された。
①	入会希望者２名、退会希望者１名の申出があり、

異議なく承認された。
②	学会誌の一般販売について、継続協議が必要な

点などを考慮し、検討の結論が得られるまでの
期間は、最新刊は1,000円、その他は500円で販
売することとした。

③	学会との共催事業（地方セミナー）の再募集・
今年度の実施方法について次回の「事務局だよ
り」に再募集を掲載して、その結果を受けて検

討を進めることが承認された。
④	学会誌第21号の発刊についてコロナ禍における

日々の実践をつづってもらうイメージで実践報
告の執筆を実践者の方に依頼することやその執
筆依頼の内容について部会で検討されたことが
説明され、理事から執筆者を推薦することとなっ
た。

⑤	2022-2023年度理事選挙について、スケジュール
は有権者を３月15日付で確定して、４月１日告
示、締め切りは４月30日消印有効とすることが
提案され、異議なく承認された。

⑥	第23回研究大会佐賀大会について、９月５日に
西九州大学佐賀キャンパスにおいて対面形式で
の実施することを前提に検討を進めていること
が報告された。事務局より、自由研究発表エン
トリーの確認が行われ、以下の日程で募集等を
行うことが提案され、異議なく承認された。

	 ● 	エントリー〆切：2021年４月30日（金）

� ⑷　第３回理事会での決定事項
第３回理事会では、以下の８点が協議ならびに確

認された。
①	入会希望者１名の申出があり、異議なく承認さ

れた。関連して、入会希望経緯や専門が分から
ない入会申込者を防ぎ、学会費の未納を減らす
ためにも入会に当たっては推薦者を求めること
を検討することとなった。また、紹介者が会員
にいない場合は、事務局にその旨を申し出るな
どの代替措置も設けていくこととなった。

②	学会との共催事業（地方セミナー）についての
再募集に応募はなく、今年度は選定取組なしと
する。なお、佐賀県主催コミュニティ・スクー
ル研究大会を「協力」とすることが報告された。

③	2022-2023年度理事選挙について、第１回選挙管
理委員会を３月22日に開催し、牧野会員が選挙
管理委員長に選任されたこと並びに、第２回選
挙管理委員会を５月11日に開催し、選挙の開票
を実施したことが報告された。その上で、選挙
結果について報告され、異議なく了承された。
選挙結果を受け、理事の選出ならびに次点者、
監査の選出者等の確認を行った。

④	研究大会の実施形態については、６月20日に臨
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時の理事会を実施して、決定することとなった。
また、大会シンポジウムについては、テーマを

「（仮）コロナ禍から生活体験学習の現代的意義
を探る」として、登壇者は上野副会長、古賀会
長、紀要投稿者から数名を予定する。プロジェ
クト研究担当理事で依頼準備を進めることが報
告された。

⑤	第23回大会自由研究発表エントリーは５件あり、
会場の都合もあるためできれば１分科会で実施
したいとの意見があり、承認された。オンライ
ン開催になった場合には、発表要旨の連絡をす
る際にオンライン発表が可能か確認を行うこと
が確認された。

⑥	学会名誉会員・学会表彰について、学会名誉会
員については、古賀会長から山﨑会員の推薦候
補者の提案があり、意義なく承認された。学会
表彰については、推薦者はなく今年度は該当者
なしとすることが承認された。

⑦	学会誌第21号の発刊について、特集テーマ執筆
の報告と学会誌の進捗状況の報告が行われた。

⑧	第24回研究大会は熊本県（熊本県立大学を予定）

で行うことが承認された。

� ⑸　第４回理事会での決定事項
第４回理事会では、以下の２点が協議の上、承認

された。
①	第23回研究大会の開催方法については、オンラ

イン（西九州大学より配信）開催として、参加
費は無料の方向で検討を行うことが決定した。
発表要旨集はメールでの配布または、学会ウェ
ブサイトへの掲載などで対応することとなった。

②	研究大会要項については、６月30日に会員への
送付及び学会ウェブサイトへの記事掲載を行い、
受付方法、期間については今後実行委員会と事
務局で検討することとなった。

� ⑹　第５回理事会での決定事項
第５回理事会では、2021年度決算及び2022年度予

算について協議されるとともに、総会議案について
の確認を行い、協議の結果、了承された。

	 （文責：菅原航平）





日本生活体験学習学会年報・学会誌編集規定

2009（平成21）年１月24日　一部改正
2012（平成24）年１月28日　一部改正
2015（平成27）年２月１日　一部改正
2016（平成28）年９月10日　一部改正

第１条	 日本生活体験学習学会は、年報と学会誌を発行する。
第２条	 年報には、生活体験学習に関する多様な実践研究と理論研究等を掲載する。その目的は生活体験学

習実践・研究の拡大・深化に資するものとし、広く会員外にも頒布する。また学会誌は会員の研究
活動および学会ならびに本学会の動向等に関する原稿を掲載し、会員に配布する。

第３条	 年報・学会誌に関する原稿は次の内容とする。
	 	 ⑴	 自由投稿実践研究論文
	 	 ⑵	 自由投稿理論研究論文
	 	 ⑶	 依頼実践研究論文
	 	 ⑷	 依頼理論研究論文
	 	 ⑸	 研究ノート、書評、図書紹介、資料紹介
	 	 ⑹	 その他、生活体験学習に関する国内外の動向についてのニュース
	 	 ⑺	 学会の会務報告
第４条	 学会誌に投稿する論文の内、自由投稿実践研究論文ならびに自由投稿理論研究論文は、著者全員が

当該年度までの会費を完納した本学会員であることを要する。ただし、年報に関してはこの限りで
はない。

第５条	 年報・学会誌に原稿を掲載しようとする者は、所定の執筆要項に従い、編集事務局に送付する。
第６条	 年報・学会誌編集委員会は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第７条	 年報・学会誌編集委員会は４名程度の委員によって構成され、委員長、副委員長各１名を置く。委

員長、副委員長の選考は委員の互選によって行う。
第８条	 第３条の⑴⑵の原稿の掲載にあたっては、年報・学会誌編集委員会が審査にあたる。その際、編集

委員会はそれぞれの原稿について査読者を２名指名し、評価を依頼する。評価は、採択、修正採択、
不採択に分けられる。なお、査読について評価が分かれた場合は、編集委員会の責任でその採否を
決定する。尚、⑶⑷⑸の掲載については、編集委員会が依頼する。

第９条	 年報・学会誌の編集は、学会理事会責任の下で年報・学会誌編集委員会の審議を経て決定する。た
だし原稿掲載の公平を期するため、審査は無記名の原稿で行う。

第10条	 投稿論文のうち、掲載が決定したものについては、一律 5,000円の掲載料を徴収する。 掲載決定通
知に同封する口座振込み用紙で、期限までに振込みを行う。

	 	 ２．期限までに掲載料の納入が確認されない場合は、掲載の意思がないものとみなし、年報・学会誌編
集委員会の判断により、原稿の掲載を取りやめることができる。

第11条	 年報・学会誌は当該年度の会費を納入した会員に配布する。
第12条	 年報・学会誌の編集事務は、日本生活体験学習学会事務局が行う。
	（附則）
本規定は、2000（平成12）年３月18日より施行する。



●執筆要項
『生活体験学習研究』年報・学会誌に投稿する論文は、次の要項に従うものとする。
１．執筆者は、日本生活体験学習学会の会員または依頼されたものであること。
２．論文原稿は横書きとし、次の点を厳守すること。
	 ⑴		 本文、図、表、注、引用文献を含めて400字詰め原稿用紙40枚以内とする。ワープロ使用の場合は、A4

版（40字╳30行）とする。
	 ⑵		 図・表は本誌にあわせて字数に換算する。また、注、引用文献は、１字１マス（欧文は２字１マス）

とする。
	 ⑶		 図、表は論文原稿末尾に貼付し、本文中には挿入すべき箇所を指定する。
	 ⑷		「拙書」「拙稿」など投稿者名が判明するような表現は避ける（投稿原稿はレフリー制としているため）。
３	．論文は未発表のもので、かつ内容がオリジナルなものであること。ただし、口頭発表及びその配布資料

はこの限りではない。
４	．注（引用文献を含む）は文中の該当箇所に、⑴⑵…と表記し、論文原稿末尾にまとめて記載すること。

または本文中に表示する。
５	．引用文献の提示方法は、原則として次の形式に従うこと。
	 ⑴		 本文中では、次のように表示する。
	 	 	「しかし、有田（2000）も強調しているように…」
	 	 	「…という調査結果もある（Chiba, M. 1999, Honda 1990a）。」
	 	 	「ヂュルケームによれば『…ではない。』（Durkheim, E. 1925）」
	 ⑵		 同一著書の同一年の文献については（Honda 1990a, 1990b）のように a、b、c…を付ける。
	 ⑶		 引用文献は、邦文・欧文を含めて、最後に列挙する。または、本文中に番号を付し、最後の注の後に

まとめて記載する。
６	．投稿原稿の締め切り日は１月31日とする。
	 		 なお、投稿スケジュールの変更等に伴い締め切り日の変更がある場合については、事前に事務局より会

員に通知する。
７	．投稿論文の送付物は以下の通りとする。
	 		 本文中では、次のように表示する。
	 ⑴		 投稿論文正本（論文題目、名前、所属機関名、連絡先［郵便番号を含む］を記載する）１部
	 ⑵		 投稿論文コピー（名前、所属機関名、連絡先を記載しない）３部
	 ⑶		 要旨１部
	 	 		 編集規定第３条の⑴⑵の原稿については、日本語と英文で論文題目、執筆者名、所属機関名を記載し

た200words 程度の英文要旨または400字程度の日本文要旨をつける。
	 ⑷		 要旨（400～600字以内、名前、所属機関名、連絡先を記載しない）３部
	 ⑸		 上記の⑴～⑷を保存した記録用メディア（CD、USB メモリ等）１部
	 	 なお、送付物に不備のある場合は受理しない。
	 	 但し、依頼論文は上記の⑴⑶⑸を各１部送付する。
８	．原稿は返却しない。
９	．執筆者による校正は初稿までとする。発行の費用に関して必要な場合、執筆者がするものとする。
	 	 抜刷りは執筆者負担とする。
10．送付物の宛先
	 	 〒870-1192　大分県大分市大字旦野原700　大分大学教育学部永田研究室内
	 	 日本生活体験学習学会事務局　TEL/FAX 097-554-7559（研究室）　E-mail info@seikatsu-t.org

11．この執筆要項は、2016（平成28）年９月９日の理事会により決定したものである。
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